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１  学びのキャンパス台東アクションプラン 

平成２７年５月に策定し、令和元年５月に改定した「台東区教育大綱」は、「教育はひとづくり」の観点から、台東

区のまち全体を人が成長するための環境「学びのキャンパス」としてとらえ、学校、家庭、地域の信頼と支え合いの

中で、未来の台東区を築く人材を育むことを目指しています。 

この趣旨を踏まえ、「教育基本法」 （平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項に基づいて策定する台東区の「教育

の振興のための施策に関する基本的な計画」として位置付けた「台東区学校教育ビジョン」を令和元年１０月に策

定しました。 

「学びのキャンパス台東 アクションプラン」（以下、「アクションプラン」という）は、「台東区学校教育ビジョン」が

示す４つの施策目標と１６の施策の方向に基づく、令和８年４月から３年間の行動計画として策定するものです。 

２  台東区学校教育情報化推進計画  

「台東区学校教育情報化推進計画」は、東京都学校教育情報化推進計画を参考に教育の情報化の目指す姿と

具体的な取組を明らかにし、「学校教育の情報化の推進に関する法律」（令和元年法律第４７号）に基づき、台東区

の学校現場等における教育の情報化を進めるための行動計画として位置付けるものです。また、本計画を「台東

区学校教育ビジョン」における実施計画として位置付けることで、アクションプランと整合を図ります。 

３  各計画との関係図  

 

Ⅰ 計画の位置付け 
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１  学びのキャンパス台東アクションプラン 

令和元年１０月に策定した「台東区学校教育ビジョン」に基づき、併せて、アクションプラン（令和５年度～令和７

年度）における取組事業の点検・評価の結果を勘案し、令和１０年度末までの当面の３年間（令和８～１０年度）を計

画期間とします。 

なお、今後の社会情勢の著しい変化があった場合には、必要に応じて見直しを行うものとします。 

 

２  台東区学校教育情報化推進計画  

台東区立学校における教育ＤＸの実現に向けた中長期的な視野をもちながら、令和１０年度末までの当面の３年

間（令和８～１０年度）を計画期間とします。 

ただし、今後３年間にも現時点で予想できない変化が生じることが想定されることから、計画期間中であっても

必要に応じて柔軟に修正を行います。 

 

計画の推進に当たっては、ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）の考えに基づき、毎年度、行動計画に基づ

く教育施策の実施状況、効果、課題等について点検と評価を行います。また、区での点検・評価を基に、その結果

を施策の展開に反映させながら、経済社会情勢の変化等に対応した実効性のある行動計画の推進に努めます。 

なお、国や東京都等において教育制度に大きく改正などが行われた場合には、必要に応じて見直しを行うととも

に、教育施策への適切な反映に努めます。 

 

１  実施状況と策定の方向性  

これまで、学校教育の充実や子供たちの健やかな成長を推進するための施策・事業に取り組んでまいりました。 

アクションプラン（令和５年度～令和７年度）において、計画目標を達成した事業並びに半数以上達成した事業は

86.7%でした。また、台東区学校教育情報化推進計画(令和４年度～令和７年度)において、計画目標を達成した

事業は１００％でした。 

教育委員会では、社会情勢を見極めながら、台東区の恵まれた地域の伝統や文化、人々の絆あふれる環境を

活かして、区全体で子供たちを育む取組を推進するとともに、教育課題への対応に努めます。 

今後も、学校教育のさらなる充実を図り、子供たち一人ひとりの個性・能力を伸ばし、豊かな人生を生きるため

の基礎と社会に貢献できる「ひとづくり」の推進を図ります。 

  

Ⅱ 計画期間  

Ⅲ 計画の点検と評価  
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２  ＳＤＧSと本計画との関係  

平成 27年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において、わが国など

先進国を含む国際社会全体の開発目標として、2030 年を期限とする「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が位置付

けられました。 

ＳＤＧｓでは、持続可能な世界を実現するために、「質の高い教育をみんなに」や「ジェンダー平等を実現しよう」

のほか、「平和と公正をすべての人に」など 17 の目標と、具体的に達成すべき 169 のターゲットを設定し、地球上

の誰一人として取り残さないことを誓っています。 

国は、その達成に向けて「あらゆる人々の活躍の推進」等の特に注力すべき８つの優先課題を定め、具体的な施

策として「次世代の教育振興の推進」が示されています。                 

本区においても、「台東区学校教育ビジョン」に「持続的な教育活動の質の維持向上」の実現を目指した施策を

定めるとともに、具体的な行動計画である本計画の着実な推進を図ることで、ＳＤＧｓの達成につなげていきます。              
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 「台東区学校教育ビジョン」では、４つの施策の目標を掲げ、さらに１６の施策の方向に基づき施策を展開し、基本

理念の実現に向けて学校教育を推進していきます。 

基本理念  

 学校教育は一人ひとりの個性・能力を伸ばし、心豊かに充実した人生を送るための基礎を築き、社会全体の今後

一層の発展を実現するための「ひとづくり」です。 

 台東区は、世界に飛躍し未来を創造する子供を育むため、まち全体を人が成長するための環境として捉え、豊か

な文化や歴史、伝統などを活かした教育を推進しています。こうしたかけがえのない財産を活かし、学校、家庭、地

域の信頼と支え合いの中で、未来を担う子供たちが、多様化・国際化する変化の激しい社会に対応し、創造性豊

かに、たくましく生きる力を身に付けられる教育を推進します。 

施
策
目
標 

I 

新しい時代に対応する資質・能力を育成する 

Ⅱ 

グローバルな社会で活躍する 

人材を育成する 

施
策
の
方
向 

1 2 3 4 5 6 7 8 

か
け
が
え
の
な
い
命
を 

大
切
に
す
る
豊
か
な
心
の
育
成 

子
供
の
資
質
・能
力
の
育
成
と 

学
習
習
慣
の
確
立 

豊
か
な
体
験
活
動
を
通
し
た 

健
や
か
な
体
の
育
成 

新
た
な
価
値
を
創
造
す
る 

社
会
を
生
き
る
た
め
に 

必
要
と
な
る
力
の
育
成 

こ
こ
ろ
ざ
し
を
立
て
将
来
の
夢
や 

理
想
を
実
現
す
る
人
の
育
成 

社
会
的
・職
業
的
自
立
に
向
け
た 

能
力
・態
度
の
育
成 

江
戸
で
培
っ
た
歴
史
や
伝
統
を 

受
け
継
ぐ
豊
か
な
感
性
の
醸
成 

社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
意
欲
と 

責
任
感
の
育
成 

施
策 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 

人
権
教
育
の
推
進 

生
命
尊
重
の
教
育
の
推
進 

規
範
意
識
や
思
い
や
り
の
心
の
育
成
、
道
徳
教
育
の
充
実 

困
難
を
乗
り
越
え
、
物
事
を
成
し
遂
げ
る
力
を
育
む
た
め
の
教
育
活
動
の
推
進 

文
化
・芸
術
に
触
れ
る
体
験
の
充
実 

基
礎
・基
本
を
身
に
付
け
る
教
育
の
推
進 

自
ら
学
び
考
え
る
教
育
の
推
進 

学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
の
涵
養 

主
体
的
・対
話
的
で
深
い
学
び
の
推
進 

運
動
習
慣
の
確
立
と
体
力
向
上
の
推
進 

自
然
体
験
活
動
の
充
実 

給
食
の
充
実
と
食
育
の
推
進 

健
康
・安
全
・防
災
教
育
の
推
進 

情
報
活
用
能
力
の
育
成 

新
し
い
時
代
に
対
応
で
き
る
資
質
・能
力
の
育
成 

新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
た
め
の
教
育
の
推
進 

こ
こ
ろ
ざ
し
教
育
の
推
進 

グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
躍
す
る
人
材
の
育
成 

自
己
の
生
き
方
や
働
き
方
を
考
え
る
教
育
の
推
進 

勤
労
観
・職
業
観
の
育
成
と
キ
ャ
リ
ア
形
成 

文
化
・芸
術
を
豊
か
に
感
じ
る
心
の
醸
成 

郷
土
の
歴
史
・伝
統
に
対
す
る
理
解
の
促
進 

地
元
の
文
化
・芸
術
に
触
れ
愛
着
と
誇
り
を
育
む
教
育
の
推
進 

社
会
に
参
画
し
よ
う
と
す
る
意
欲
や
態
度
の
育
成 

ま
ち
や
社
会
の
期
待
に
応
え
る
人
材
の
養
成 

人
と
人
と
の
絆
づ
く
り
の
推
進 

Ⅳ 学校教育ビジョンの体系  
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基本理念を表すキャッチフレーズ 

まちを学びのキャンパスとし世界に飛躍し未来を創造する人を育成する 

 

育てたい人間像  

・まちを愛し、人を愛し、他とのかかわりの中で自分を大切にする人 

・自分のよさや可能性を認識し、様々な社会的変化に対応できる人 

・新たな地域や社会を創造しようとする高いこころざしをもつ人  

Ⅲ 

多様なニーズを具現化する教育を展開する 

Ⅳ 

持続可能な社会を創造する教育を展開する 

9 10 11 12 13 14 15 16 

子
供
が
豊
か
に
学
ぶ 

教
育
環
境
づ
く
り
の
推
進 

様
々
な
家
庭
の
状
況
や 

子
供
の
諸
課
題
の
支
援 

教
員
・保
育
士
の 

資
質
・能
力
の
向
上 

時
代
の
変
化
に
対
応
し
た 

環
境
整
備
の
推
進 

保
護
者
・地
域
と
と
も
に
あ
る 

学
校
園
づ
く
り
の
推
進 

学
校
園
間
の
円
滑
な
接
続
や 

連
携
の
推
進 

地
域
社
会
全
体
の 

教
育
力
の
向
上 

自
律
的
な
学
校
園
経
営
の
推
進 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

特
別
支
援
教
育
の
推
進 

外
国
人
の
子
供
や
帰
国
児
童
・生
徒
に
対
応
し
た
教
育
へ
の
支
援 

健
康
課
題
に
対
す
る
取
組
の
充
実 

個
人
の
性
的
指
向
や
性
自
認
に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
適
切
な
配
慮 

家
庭
へ
の
支
援 

子
供
の
諸
課
題
に
対
す
る
組
織
的
な
対
応 

学
び
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
充
実 

教
員
・保
育
士
の
資
質
・能
力
の
向
上 

教
員
・保
育
士
の
支
援
体
制
の
充
実 

働
き
方
改
革
の
推
進 

教
育
・保
育
環
境
の
充
実 

安
全
安
心
な
施
設
・設
備
の
充
実 

時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
環
境
の
充
実 

地
域
社
会
に
開
か
れ
た
学
校
園
づ
く
り
の
推
進 

創
意
工
夫
あ
る
魅
力
あ
る
教
育
活
動
の
推
進 

学
校
園
と
家
庭
と
の
連
携 

幼
稚
園
・保
育
園
・こ
ど
も
園
の
連
携
の
推
進 

０
歳
か
ら
１
５
歳
ま
で
の
一
貫
し
た
教
育
の
充
実 

社
会
教
育
施
設
と
の
連
携 

学
校
園
と
家
庭
・地
域
が
連
携
し
た
教
育
活
動
の
推
進 

共
同
社
会
の
拠
点
と
し
て
の
学
校
園
の
活
用 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
確
立 

教
育
行
政
に
お
け
る
学
校
園
経
営
の
支
援 
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アクションプランの体系別事業一覧  

・アクションプラン（令和５～７年度）に掲載されていない事業を「新規」としています。 

・施策目標ごとに、重点的・中心として取り組む事業を「重点」としています。 

・台東区学校教育情報化推進計画に関連する事業は、「情報」としています。 

施策 

目標 

施策 

の 

方向 

施策 
通し 

番号 
事業 新規 重点 情報 

I 新しい時代に対応する資質・能力を育成する 

 1 かけがえのない命を大切にする豊かな心の育成 

  （１） 人権教育の推進 

   1 人権尊重教育推進校    

   2 人権教育研修会    

   3 人権尊重教育研修会    

   4 福祉のまちづくり推進    

   66 男女共同参画の推進（再掲）    

  （２） 生命尊重の教育の推進 

   5 いじめ問題対策委員会  重点  

   6 いじめ相談窓口の周知    

   7 生活指導・健全育成指導の充実    

   42 情報モラル教育の推進（再掲）   情報 

  （３） 規範意識や思いやりの心の育成、道徳教育の充実 

   8 道徳授業地区公開講座の実施    

   9 花の心プロジェクト    

  （４） 困難を乗り越え、物事を成し遂げる力を育むための教育活動の推進 

   10 体験を広げるスクールバスの活用    

   32 小中学校自然体験活動（再掲）    

   71 ボランティア活動の推進（再掲）    

  （５） 文化・芸術に触れる体験の充実 

   11 子供の文化教育の充実    

   12 小中学校連合音楽会    

   13 地域の大学等を活用した文化芸術活動の充実    

   14 楽器有効活用    

   155 学びのキャンパスプランニング(再掲)    

 2 子供の資質・能力の育成と学習習慣の確立 

  （１） 基礎・基本を身に付ける教育の推進 

   15 児童・生徒の学力向上と授業改善  重点 情報 
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   16 教育活動アシスタント    

   17 小中学校読書活動の充実    

   18 理科教育アドバイザー派遣    

  （２） 自ら学び考える教育の推進 

   19 言語活動を取り入れた授業の充実   情報 

   20 学校図書館を活用した授業の推進    

  （３） 学びに向かう力、人間性の涵養 

   21 幼稚園・こども園の夏季保育の実施    

   15 児童・生徒の学力向上と授業改善（再掲）   情報 

   16 教育活動アシスタント（再掲）    

   167 幼保小接続期カリキュラムの推進（再掲）    

  （４） 主体的・対話的で深い学びの推進 

   22 ＴＡＩＴＯフューチャースクール 新規 重点 情報 

   41 ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進（再掲）   情報 

 ３ 豊かな体験活動を通した健やかな体の育成 

  （１） 運動習慣の確立と体力向上の推進 

   23 体力・運動能力、生活・運動習慣等調査の実施    

   24 連合運動会・連合陸上競技大会    

   25 運動に親しむ態度の育成    

   26 ラジオ体操会    

   27 水泳指導への支援    

   28 幼児の体力向上支援    

   29 幼児運動教室    

   30 ジュニア駅伝大会    

   31 チャレンジスポーツ教室    

   176 中学校部活動の地域連携・地域展開（再掲）    

  （２） 自然体験活動の充実 

   32 小中学校自然体験活動  重点  

   33 幼児期の自然体験の充実    

   34 環境学習の推進    

  （３） 給食の充実と食育の推進 

   35 学校園の給食の充実    

   36 栄養教諭・栄養士との連携による食育の推進    

  （４） 健康・安全・防災教育の推進 

   37 学校園の安全教育の推進    

   38 セーフティ教室の実施    
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   39 喫煙防止教育の推進    

   40 小学生・中学生対象の自転車安全利用促進    

   92 薬物乱用防止ポスター・標語コンクール（再掲）    

 4 新たな価値を創造する社会を生きるために必要となる力の育成 

  （１） 情報活用能力の育成 

   41 ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進   情報 

   42 情報モラル教育の推進   情報 

   22 ＴＡＩＴＯフューチャースクール(再掲) 新規  情報 

  （２） 新しい時代に対応できる資質・能力の育成 

   43 台東区総合学力調査    

   125 研究協力校（再掲）    

  （３） 新たな価値を創造するための教育の推進 

   46 グローバル教育の推進(再掲)    

   51 中学生の職業体験（再掲）    

   52 企業と連携した中学生への職業講話（再掲）    

        

Ⅱ グローバルな社会で活躍する人材を育成する 

 ５ こころざしを立て将来の夢や理想を実現する人の育成 

  (１) こころざし教育の推進 

   44 こころざし教育の推進  重点  

   45 地域を学ぶ学習の実施    

  (２) グローバルに活躍する人材の育成 

   46 グローバル教育の推進  重点  

 ６ 社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成  

  (１) 自己の生き方や働き方を考える教育の推進 

   47 進路指導・キャリア教育の充実  重点  

   48 主体的な中学校選択の機会充実    

   49 台東区立中学校選択制度    

   50 台東区善行青少年表彰    

   44 こころざし教育の推進（再掲）    

   71 ボランティア活動の推進（再掲）    

  (２) 勤労観・職業観の育成とキャリア形成 

   51 中学生の職業体験    

   52 企業と連携した中学生への職業講話    
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 ７ 江戸で培った歴史や伝統を受け継ぐ豊かな感性の醸成 

  (１) 文化・芸術を豊かに感じる心の醸成 

   53 小中学校連合作品展    

   54 上野の山文化ゾーンフェスティバル    

   55 文化施設の活用    

   11 子供の文化教育の充実（再掲）    

   155 学びのキャンパスプランニング（再掲）    

  (２) 郷土の歴史・伝統に対する理解の促進 

   56 郷土資料の収集・保存・活用    

   57 社会科副読本の配付    

   58 台東区子供歴史・文化検定    

  (３) 地元の文化・芸術に触れ愛着と誇りを育くむ教育の推進 

   59 台東区の民話と伝承遊びの普及    

   60 ＡＶライブラリー    

   159 多様な主体の参画による学習の展開（再掲）    

 ８ 社会の発展に貢献する意欲と責任感の育成 

  (１) 社会に参画しようとする意欲や態度の育成 

   61 租税教育の推進    

   62 主権者教育の推進    

   63 選択・判断する力を育てる消費者教育の推進    

   64 資源回収    

   65 小中学校における環境教育の推進    

   66 男女共同参画の推進    

  (２) まちや社会の期待に応える人材の養成 

   67 大江戸清掃隊    

   68 福祉体験・奉仕活動体験の推進    

   69 認知症サポーター養成講座    

   70 青少年フェスティバル    

   71 ボランティア活動の推進    

  (３) 人と人との絆づくりの推進 

   72 地域との連携による学校、地域の安全の充実    

   73 世代間交流・地域交流    

   74 寿作品展示会    

   75 学校安全ボランティア    

   51 中学生の職業体験（再掲）    
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Ⅲ 多様なニーズを具現化する教育を展開する 

 ９ 子供が豊かに学ぶ教育環境づくりの推進 

  (１) 特別支援教育の推進 

   76 特別支援学級の整備  重点  

   77 就学・就園相談等の充実    

   78 副籍事業の推進    

   79 個別指導計画に基づく教育の推進    

   80 特別支援教育支援員の配置    

   81 医師・言語聴覚士による相談    

   82 発達相談    

   83 教育相談連携訪問    

   84 こども療育    

   85 障害のある子供の読書活動の推進    

   86 医療的ケア児への支援    

  (２) 外国人の子供や帰国児童・生徒に対応した教育への支援 

   87 子供を対象とした日本語学習支援 新規   

   88 子供・保護者への日本語支援    

   89 多文化共生に対応した読書サービス    

   41 ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進（再掲）   情報 

  (３) 健康課題に対する取組の充実 

   90 健康診断の実施    

   91 子供の生活習慣病予防対策    

   92 薬物乱用防止ポスター・標語コンクール    

   39 喫煙防止教育の推進（再掲）    

  (４) 個人の性的指向や性自認に対する正しい理解と適切な配慮 

   93 個人の性的指向や性自認に対する校内体制の確立    

   94 こころと生きかたなんでも相談    

   2 人権教育研修会（再掲）    

   3 人権尊重教育研修会（再掲）    

   108 １人１台端末を活用した子供の相談窓口 （再掲） 新規   

   109 教育相談（再掲）    

   114 スクールカウンセラーの派遣（再掲）    

 １０ 様々な家庭の状況や子供の諸課題の支援 

  (１) 家庭への支援 

   95 小中学校給食食材等支援 新規   

   96 小中学校補助教材費等支援 新規   
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   97 保育所等副食費等支援 新規   

   98 乳児等通園支援 新規   

   99 子供を対象とした日本語学習支援（保護者おしゃべりサロン） 新規   

   100 保育等施設での一時預かり    

   101 病児・病後児保育    

   102 民生委員・児童委員の家庭との連携    

   103 すこやか育児相談・交流支援    

   104 こどもクラブ運営    

   105 子育てアシスト    

   106 子育て総合相談    

   86 医療的ケア児への支援（再掲）    

   164 就園・就学前の保護者支援（再掲）    

  (２) 子供の諸課題に対する組織的な対応 

   107 不登校対策の推進 新規 重点  

   108 １人１台端末を活用した子供の相談窓口  新規   

   109 教育相談    

   110 生活指導相談学級の運営    

   111 要保護児童支援ネットワーク    

   112 民生委員・児童委員の学校との連携    

   113 学習支援    

   114 スクールカウンセラーの派遣    

   115 スクールソーシャルワーカーの配置    

   82 発達相談（再掲）    

   94 こころと生きかたなんでも相談（再掲）    

   180 児童館運営（再掲）    

  (３) 学びのセーフティネットの充実 

   116 就学援助制度    

   117 実費徴収に係る補足給付    

   118 移動支援（通学支援）    

   119 民生委員・児童委員の相談・援助    

   120 私立幼稚園保護者補助    

   121 子育てのための施設等利用給付    

 １１ 教員・保育士の資質・能力の向上 

  (１) 教員・保育士の資質・能力の向上 

   122 教職員の資質・能力の向上   情報 

   123 学校教育の情報化推進における教員育成   情報 
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   124 教育課題研究委員会    

   125 研究協力校    

   126 幼児教育研修    

   127 学校教育相談講座    

   128 台東区教育委員会優秀教員奨励    

   187 指導課学校園訪問（再掲）    

   188 ちいさな芽実践推進訪問（再掲）    

  (２) 教員・保育士の支援体制の充実 

   129 校務支援システムの運営    

   130 授業資料データサービス    

   131 初任者アドバイザーの学校訪問    

   132 幼稚園・こども園１･２･３年目教員アドバイザー派遣    

   133 学校教育情報室    

  (３) 働き方改革の推進 

   134 教員の働き方改革の推進  重点 情報 

   135 学校における生成ＡＩの活用 新規  情報 

   136 クラウド環境を活用した校務ＤＸの推進 新規  情報 

   137 学校園閉鎖期間の設定    

   138 全庁による教員の働き方改革に対する協力体制の推進    

   139 出退勤管理システムの活用    

   16 教育活動アシスタント（再掲）    

   22 ＴＡＩＴＯフューチャースクール(再掲) 新規  情報 

 １２ 時代の変化に対応した環境整備の推進 

  (１) 教育・保育環境の充実 

   140 幼稚園弁当給食 新規   

   141 幼稚園預かり保育 新規   

   142 電子図書の活用  新規   

   143 小中学校図書資料の充実    

   144 幼稚園・保育園・こども園の図書整備    

   145 保育提供体制の整備    

   146 少年自然の家管理運営    

   147 私立の教育・保育施設振興    

   148 屋上等緑化推進    

   149 こどもクラブ整備助成    

   9 花の心プロジェクト（再掲）    
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  (２) 安全安心な施設・設備の充実 

   150 登下校通知システム 新規   

   151 学校園の施設整備    

   152 こども１１０番    

   153 学校通学路の安全の確保    

   154 防犯ブザーの貸与    

   75 学校安全ボランティア（再掲）    

  (３) 時代の変化に対応した ICT教育環境の充実 

   22 ＴＡＩＴＯフューチャースクール(再掲) 新規  情報 

   41 ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進（再掲）   情報 

   133 学校教育情報室（再掲）    

        

Ⅳ 持続可能な社会を創造する教育を展開する 

 １３ 保護者・地域とともにある学校園づくりの推進 

  (１) 地域社会に開かれた学校園づくりの推進 

   155 学びのキャンパスプランニング  重点  

   156 学校運営連絡協議会    

   157 学校公開の推進    

   158 きょういく施策ＰＲ誌「台東まなびタイムズ大輪」の発行    

   159 多様な主体の参画による学習の展開    

   13 地域の大学等を活用した文化芸術活動の充実（再掲）    

  (２) 創意工夫ある魅力ある教育活動の推進 

   160 すくわくプログラムの推進 新規   

   161 魅力ある教育活動の推進    

  (３) 学校園と家庭との連携 

   162 消費者生活支援出前講座    

   163 家庭教育学級    

   164 就園・就学前の保護者支援    

   165 親子遊びプログラム    

   166 我が家の省エネ・創エネアクション支援    

   177 子供の読書活動推進（再掲）    

 １４ 学校園間の円滑な接続や連携の推進 

  (１) 幼稚園・保育園・こども園の連携の推進 

   167 幼保小接続期カリキュラムの推進  重点  

   168 園と園の交流活動の促進    
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  (２) ０歳から１５歳までの一貫した教育の充実 

   169 「連携の日」を通じた学校園間の円滑な接続    

   170 幼児の小学校での授業体験    

   167 幼保小接続期カリキュラムの推進（再掲）    

  (３) 社会教育施設との連携 

   171 (仮称）アクティブラーニングルームの設置と活用 新規   

   172 環境学習室の活用    

   173 まちかど図書館の運営    

   174 団体貸出    

   175 清島温水プールの活用    

   55 文化施設の活用（再掲）    

   155 学びのキャンパスプランニング（再掲）    

 １５ 地域社会全体の教育力の向上 

  (１) 学校園と家庭・地域が連携した教育活動の推進 

   176 中学校部活動の地域連携・地域展開  重点  

   177 子供の読書活動推進    

   178 図書ボランティアの養成と支援    

   179 中学生の職業体験    

   180 児童館運営    

  (２) 共同社会の拠点としての学校園の活用 

   181 放課後子供教室運営    

   182 学校開放    

   183 スポーツひろば    

   104 こどもクラブ運営（再掲）    

 １６ 自律的な学校園経営の推進 

  (１) カリキュラム・マネジメントの確立 

   184 校園長研修会    

   185 幼稚園長・保育園長研修会    

   186 出前教育委員会    

  (２) 教育行政における学校園経営の支援 

   187 指導課学校園訪問    

   188 ちいさな芽実践推進訪問    

   155 学びのキャンパスプランニング（再掲）    

   156 学校運営連絡協議会（再掲）    

   160 すくわくプログラムの推進（再掲） 新規   

   161 魅力ある教育活動の推進（再掲）    
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事業の見かた 

 

・アクションプラン（令和５～７年度）に掲載されていない事業を「新規」    としています。 

・施策目標ごとに、重点的・中心として取り組む事業を「重点」★としています。 

・台東区学校教育情報化推進計画に関連する事業は、「情報」ℹ️ としています。 

 

 

 

 

 

≪22≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール      ★ ℹ️ 

台東区における「令和の日本型学校教育」の構築に向けて、学識経験者や校長等による検討委員会を設

置します。また、区立学校２校を研究モデル校に指定し、これからの時代を見据えた先行実践に取り組みま

す。先行実践の成果と課題を基に、今後の学校教育と教育環境の方針を定め、区内全ての学校における「令

和の日本型学校教育」の実現を推進していきます。 

［指導課］ 

 

 

 

≪66≫男女共同参画の推進（再掲）    

再掲：施策の方向 8－施策 1－≪66≫ 

［指導課］  

通し番号 事業名称 
「新規」…     

「重点」…★ 

「情報」… ℹ️ 

担当課 

再掲の場合、 

掲載元を記載 
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施策目標１  新しい時代に対応する資質・能力を育成する 

これからの社会において、人口減少・高齢化の進展、地域社会・家族の変容、急速な技術革新、多様

化・国際化などの状況は全国的に進行していくものと考えられます。 

子供たち一人ひとりが生涯を通じて夢とこころざしをもち、予測困難な時代を生き抜くために、人権尊

重の精神を基盤とし、健やかな心と体の育成を図るとともに、基礎的・基本的な学力の定着と自ら学び考

える力の育成を図ります。保護者や区民の理解を得ながら、新しい時代に対応する資質・能力の育成を

推進していきます。 

 

施策の方向 

 

現状の教育課題 

AIや IoTなどの情報技術の進展に伴い、社会が加速度的に変化していく中、SNSの普及による情報

リテラシーの低下、運動不足による健康課題も顕在化しており、心身の健やかな成長と体験活動の充実

が求められています。 

このような情勢を踏まえて、施策目標１の実現に向けては、以下のような課題が挙げられます。 

第１に、心豊かな成長を支える環境づくりを推進するとともに、引き続き「生命尊重の教育の推進」や

「道徳教育の充実」などに取り組み、学校・家庭・地域の連携による豊かな心の育成を推進すること。 

第２に、デジタル学習基盤を活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を推進する

とともに、探究的な学び方を経験することを通して、自ら学ぶことができる力を育成すること。 

第３に、体力向上や健康教育の充実を通じた心身の調和的な発達の推進に向けて、就学前からの食

育・安全教育・防災教育の推進に加え、地域資源を活用した体験活動を充実すること。 

第４に、未来社会を見据えた教育の転換を図り、情報モラル教育を含む情報活用能力を育成するとと

もに、探究的な学びを通じた新たな価値を創造する力を育成すること。 

 

 

施策の方向１ かけがえのない命を大切にする豊かな心の育成 25ページ 

施策の方向２ 子供の資質・能力の育成と学習習慣の確立 30ページ 

施策の方向３ 豊かな体験活動を通した健やかな体の育成 34ページ 

施策の方向４ 新たな価値を創造する社会を生きるために必要となる力の育成 40ページ 
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子供たちの意見 

 

重点事業 

令和５年度以降の社会情勢の著しい変化及び「現状の教育課題」並びに「子供たちの意見」を考慮し、

本アクションプランにおいて以下を重点事業として取り組みます。 

いじめ問題対策委員会 

「いじめ防止対策推進法」に基づき、教育委員会の附属機関として、区におけるいじめの防止等のための対策

の推進について調査審議し、答申したり、意見を述べたりします。また、重大事態が発生した場合には、組織とし

て調査を行い、その結果を教育委員会に報告します。 

［指導課］ 

児童・生徒の学力向上と授業改善  

文部科学省・東京都・区の学力等に関する調査の結果等を基に、区立小中学校の児童・生徒の学習状況を把

握・分析し、子供の実態にあった効果的な授業のための改善を行います。その際、各校に配置された学力向上

推進ティーチャーを活用し、個別指導、少人数指導やティーム・ティーチングを実現し、学力向上を図ります。 

［指導課］ 

ＴＡＩＴＯフューチャースクール 

台東区における「令和の日本型学校教育」の構築に向けて、学識経験者や校長等による検討委員会を設置し

ます。また、区立学校２校を研究モデル校に指定し、これからの時代を見据えた先行実践に取り組みます。先行

実践の成果と課題を基に、今後の学校教育と教育環境の方針を定め、区内全ての学校における「令和の日本型

学校教育」の実現を推進していきます。 

［指導課］ 

小中学校自然体験活動 

区立小学校第４学年から中学校第３学年の児童・生徒を対象に、校外学習を実施します。 

都会を離れ、少年自然の家「霧ヶ峰学園」等で、自然に親しみながら集団生活を行うことによって、友情を育みな

がら心身を健全にし、学習意欲と基礎体力の向上を図ります。 

［学務課］  

自分が校長先生になったら、 
こんな学校にしたい 

自然を感じられる場所や、 

自然の中で学ぶ授業を 

増やしたい！ 

 

家ではできないような 

ことがたくさんできる 

学校にしたい！ 

もっと新しいことや、 

パソコンを使った楽しい 

授業が増やしたい！ 

いじめをなくし、 

気持ちよく楽しく 

通える学校にしたい！ 

スポーツや、体を動かす 

遊びをもっと増やしたい！ 
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教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健

康な子供の育成を期して行われなければなりません。 

その際、「知・徳・体」のバランスを重視し調和的に育むことが必要です。中でも、子供たちの健やかな成長のた

めには、豊かな情操や規範意識、自他の生命の尊重、自己肯定感・自己有用感、他者への思いやりなどの豊かな

心を育成することが不可欠です。 

そのために、学校園が行う教育の充実はもとより、家庭や地域と相互の連携を図りながら命と心を大切にする教

育を推進します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思

う」に「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回

答した児童・生徒の割合 

小学校 

第６学年 ９６．２％ 

中学校 

第３学年 ８８．６％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

いじめの解消率(前年度実績) 今後記載 区独自調査 

 

施策 

（1）人権教育の推進 

（2）生命尊重の教育の推進 

（3）規範意識や思いやりの心の育成、道徳教育の充実 

（4）困難を乗り越え、物事を成し遂げる力を育むための教育活動の推進 

（5）文化・芸術に触れる体験の充実 

  

施策の方向１  かけがえのない命を大切にする豊かな心の育成  
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１－(１)人権教育の推進 

一人ひとりの子供が発達段階に応じ、人権の意義、内容や重要性について理解し、自分の大切さとともに他の

人の大切さを認めることができるよう人権教育を推進します。今日的な人権課題を理解し、その解決に向けた態度、

実践力を子供たちに育みます。 

≪1≫人権尊重教育推進校 

文部科学省、東京都、区が指定する学校における研究を通し、人権教育を推進するとともに、区立小中学

校内でより積極的にその成果を広め、区の人権教育を推進します。 

［指導課］ 

≪2≫人権教育研修会    

人権尊重教育推進校校長会、人権尊重教育推進校研究担当者会、人権教育研修会、全国人権・同和教育

研究大会、全国研究集会などの、区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の教員を対象とした研修会

や先進地域視察を通して、教員の人権意識の向上を図ります。併せて、教育活動全体を通じて行う道徳教育

や性教育等における生命の尊さと自他の生命を尊重する指導の改善のために、校内研究を工夫します。 

［指導課］ 

≪3≫人権尊重教育研修会    

区立保育園・区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の保護者を対象に、人権に関する研修会を実

施します。  

［人権・多様性推進課］ 

≪4≫福祉のまちづくり推進    

年齢や障害の有無にかかわらず、全ての人がお互いに助け合い、思いやりの心をもって接する「心のバリア

フリー」の普及・啓発のため、小中学生向けの高齢者・障害者疑似体験の実施や、パンフレットの作成等を行い

ます。 

［福祉課］ 

≪66≫男女共同参画の推進（再掲）     

再掲：施策の方向 8－施策 1－≪66≫ 

［指導課］ 
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１－(２) 生命尊重の教育の推進 

一人ひとりの命の大切さを重視する教育を就学前から推進します。いじめや暴力を許さない教育、情報モラル

教育やネット社会から子供を守る取組を充実させます。 

≪5≫いじめ問題対策委員会  ★  

「いじめ防止対策推進法」に基づき、教育委員会の附属機関として、区におけるいじめの防止等のための対

策の推進について調査審議し、答申したり、意見を述べたりします。また、重大事態が発生した場合には、組織

として調査を行い、その結果を教育委員会に報告します。 

［指導課］ 

≪6≫いじめ相談窓口の周知    

いじめの早期発見・解決のために、区立小中学校の児童・生徒に「いじめ相談カード」を効果的に配付し、専

門の相談員による相談が受けられることを周知します。 

［指導課］ 

≪7≫生活指導・健全育成指導の充実    

区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の生活指導上の課題を共有し、警察や子ども家庭支援セ

ンターなど関係機関と解決策を協議するとともに、学校園の生活指導・健全育成を担う生活指導主任等の資

質の向上を図り、校内における生活指導・健全育成指導の充実を目指します。  

［指導課］ 

≪42≫情報モラル教育の推進（再掲）   ℹ️ 

再掲：施策の方向 4－施策 1－≪42≫ 

［指導課］ 

 

１－(３) 規範意識や思いやりの心の育成、道徳教育の充実  

就学前から規範意識の芽生えの育成を大切にし、小中学校では道徳教育の充実を図ります。社会の責任ある一

員としての公共心や規範意識、自分のよさや可能性に気付き他者のよさを認められる思いやりの心を育成します。 

≪8≫道徳授業地区公開講座の実施   

区立小中学校で「道徳授業地区公開講座」を開催し、保護者や地域の方々と共に道徳上の課題について

考え、子供たちの道徳性の向上に努めます。 

［指導課］ 
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≪9≫花の心プロジェクト    

花には、人の心を豊かにし、安らぎとゆとり、希望と勇気をもたらす力があります。その花のすばらしさを子

供たちがしっかりと心に受けとめられる教育活動を充実させます。その一環として、区内の学校施設等にプラン

ターを設置し、区の花「あさがお」をはじめとした四季折々の花を彩り、潤いと安らぎの空間を創出します。さら

に、子供たちが花に親しみ慈しむことで、植物や生き物の命を大切にしようとする心とともに、思いやりの心や

公共心を育てます。 

［庶務課、児童保育課、指導課］ 

 

１－(４) 困難を乗り越え、物事を成し遂げる力を育むための 

教育活動の推進 

自然体験やボランティア活動を含むすべての教育活動の中で、成功体験や人に役立つ経験をすることで、困難

を乗り越え、物事を成し遂げる力を育みます。 

 

≪10≫体験を広げるスクールバスの活用    

区立幼稚園・小学校・中学校の自然学習や施設見学などの校園外学習用及び区立小中学校の特別支援学

級行事用としてスクールバスを活用し、教科等の学習の場を校園外に移し、充実した自然・芸術・社会体験等

を実施します。また区立保育園でもバスを活用して園外保育を実施します。  

［学務課、児童保育課、指導課］ 

≪32≫小中学校自然体験活動（再掲）    

再掲：施策の方向 3－施策 2－≪32≫ 

［学務課］ 

≪71≫ボランティア活動の推進（再掲）    

再掲：施策の方向 8－施策 2－≪71≫  

［指導課］ 
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１－(５) 文化・芸術に触れる体験の充実  

子供たちが伝統文化、音楽・演劇等を鑑賞したり、自ら演奏や創作活動したりする機会を設けます。区内にある

様々な文化・芸術関連施設を活かし、多様な文化・芸術に触れる体験を充実させ、豊かな情操を育みます。 

≪11≫子供の文化教育の充実    

区立小学校第５学年、中学校第２学年を対象に、管弦楽団の生の演奏に触れる機会を設け、音楽に親しむ

態度を育成します。また、区立小学校第６学年を対象に、浅草公会堂において、日本の文化的な伝統芸能を鑑

賞する機会を設け、日本の伝統文化に対する理解を深めます。 

［指導課］ 

≪12≫小中学校連合音楽会    

区立小中学校の児童・生徒が、日ごろの音楽学習の成果を相互に発表・鑑賞することにより、創造力・表現

力に富む情操を育てるとともに演奏技術の向上、鑑賞指導の充実を図ります。 

［指導課］ 

 

≪13≫地域の大学等を活用した文化芸術活動の充実    

区立小中学校において、地域の大学等と協働して音楽活動等を中心とした文化芸術活動を充実させます。 

［指導課］ 

 

≪14≫楽器有効活用    

教育委員会において、各区立小中学校で必要とする楽器の購入及び故障した楽器の修理・清掃を行い、楽

器の有効活用を図ります。また、各学校から不要な楽器を収集し、修理・清掃した上で、各学校に貸出します。 

［庶務課］ 

 

≪155≫学びのキャンパスプランニング(再掲)    

再掲：施策の方向 13－施策 1－≪155≫ 

［指導課］ 
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これからの社会は、生産・流通・販売、交通、健康・医療、金融、公共サービス等の幅広い産業構造の変革、人々

の働き方やライフスタイルの変化があると言われています。 

このような社会を生きていくためには、一人ひとりの子供が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる

他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化に対応していくことが求められ

ます。 

そのために、幼児期から生きる力の基礎を培うため、「知識及び技能の習得」「思考力、判断力、表現力等の育

成」「学びに向かう力、人間性等の涵養」を一体的に育み、家庭と連携しながら学習習慣の確立を図ります。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、 

１日当たり１時間以上勉強している児童・生徒の割合 

小学校 

第６学年 70.2% 

中学校 

第３学年 62.3％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

「授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分か

ら取り組むことができていると思いますか」に「そう思

う」「どちらかと言えば、そう思う」と回答した学校の割

合 

小学校 89.5％ 

中学校 １００％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

 （1）基礎・基本を身に付ける教育の推進 

 （2）自ら学び考える教育の推進 

 （3）学びに向かう力、人間性の涵養  

 （4）主体的・対話的で深い学びの推進 

 

  

施策の方向２  子供の資質・能力の育成と学習習慣の確立  
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2－(１) 基礎・基本を身に付ける教育の推進  

子供たちが、自らの学習上の課題を正確に把握し、目標を立てるとともに、学習習慣を身に付けることができる教

育を推進します。学力向上のための専門講師、ＩＣＴ機器等の効果的な活用に努め、基礎的・基本的な知識・技能

の確実な習得を図ります。 

≪15≫児童・生徒の学力向上と授業改善  ★ ℹ️ 

文部科学省・東京都・区の学力等に関する調査の結果等を基に、区立小中学校の児童・生徒の学習状況を

把握・分析し、子供の実態にあった効果的な授業のための改善を行います。その際、各校に配置された学力向

上推進ティーチャーを活用し、個別指導、少人数指導やティーム・ティーチングを実現し、学力向上を図ります。 

［指導課］ 

≪16≫教育活動アシスタント    

教職員を志望する大学生などのボランティア指導者を区立小中学校に配置し、授業補助や個別指導などを

行うことで、主体的に学ぶ機会を充実させ、学習意欲を高めるとともに、基礎的・基本的な学力の向上や学習

習慣の定着を図ります。また、授業準備などの教育活動を補助し、教員の業務負担の軽減を図ります。 

［指導課］ 

≪17≫小中学校読書活動の充実    

区立小中学校に学校図書館司書を配置することで、児童・生徒が利用しやすい学校図書館整備を行い、読

書週間・朝読書等を実施し児童・生徒の読書習慣の定着を図ります。 

［指導課］ 

≪18≫理科教育アドバイザー派遣    

専門性と経験のある講師が学校を訪問して授業支援・実技研修等の支援を行います。 

［教育支援館］ 
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2－(２) 自ら学び考える教育の推進 

子供の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む）、問題発見・解決能力等の学習の基

盤となる資質・能力を育成していきます。その際、学校図書館やＩＣＴ機器等の活用を通して、他者と協力・協働しな

がら課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育成し、自ら学び考える教育を推進します。 

≪19≫言語活動を取り入れた授業の充実   ℹ️ 

区立小中学校で言語活動を充実させた授業を実施することにより、児童・生徒の深い学びを実現します。授

業改善の手だての一つとして言語活動を取り入れた授業を行います。 

［指導課］ 

≪20≫学校図書館を活用した授業の推進    

区立小中学校の児童・生徒が、学習課題を解決するために必要な情報を見極め、利用していく能力を高め

ていくことを目指し、学校図書館を活用した授業を推進します。 

［指導課］ 

 

2－(３) 学びに向かう力、人間性の涵養  

主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制する力、よりよい生活や人

間関係を自主的に形成する態度など、学びを人生や社会に生かそうとするために必要な資質・能力を育成します。 

≪21≫幼稚園・こども園の夏季保育の実施    

園児にとって家庭生活と幼稚園生活の連続性が望ましい状況で保たれるとともに、季節や地域の実態に応

じた遊びや生活体験ができるよう、区立幼稚園・石浜橋場こども園で夏季保育を実施します。 

［指導課］ 

≪15≫児童・生徒の学力向上と授業改善（再掲）   ℹ️ 

再掲：施策の方向 2－施策 1－≪15≫ 

［指導課］ 

≪16≫教育活動アシスタント（再掲）    

再掲：施策の方向 2－施策 1－≪16≫ 

［指導課］ 
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≪167≫幼保小接続期カリキュラムの推進（再掲）    

再掲：施策の方向 14－施策 1－≪167≫ 

［教育支援館］ 

 

2－(４) 主体的・対話的で深い学びの推進  

ＩＣＴ機器の効果的な活用を含めて、子供同士が小グループでの話し合いや学級全体での考えの練り上げなど、

思考力や表現力を引き出す協働型・双方向型の学びを展開します。主体的、対話的で深い学びが実現できるよう

授業改善に取り組みます。 

 

≪22≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール      ★ ℹ️ 

台東区における「令和の日本型学校教育」の構築に向けて、学識経験者や校長等による検討委員会を設置

します。また、区立学校２校を研究モデル校に指定し、これからの時代を見据えた先行実践に取り組みます。

先行実践の成果と課題を基に、今後の学校教育と教育環境の方針を定め、区内全ての学校における「令和の

日本型学校教育」の実現を推進していきます。 

［指導課］ 

 

≪41≫ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進（再掲）   ℹ️ 

再掲：施策の方向 4－施策 1－≪41≫ 

［庶務課、指導課］ 
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社会状況の変化等により幼児の生活体験の不足から、基本的機能が十分に身に付いていなかったり、運動する

子供とそうでない子供の二極化が見られたりしています。 

子供たちは遊びや運動、スポーツを通して運動習慣の確立や体力の向上を図り、心身の調和的な発達を促すこ

とが重要です。また、家庭や地域、関係諸機関と連携して、子供たちが自分で自分の身を守るための取組などを充

実させることも重要です。 

そのために、就学前からの健康、安全、防災に関わる取組や食育の取組・豊かな体験活動を通した健やかな体

を育成する取組を推進します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「これまでの生活の中で、自然の中で遊ぶことや自然

観察をすることがありましたか」に「よくしていた」「とき

どきしていた」と回答した児童・生徒の割合 

小学校 

第６学年 75.2% 

中学校 

第３学年 73.6％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

体力テストにおける総合評価D及びEの児童・生徒の

割合(８種目の記録を得点化し、合計得点を５段階評

価する。Aが上位の評価。) 

小学校 

第６学年 32.1％ 

中学校 

第３学年 26.5％ 

東京都児童・生徒体力・

運動能力、運動習慣等調

査 

 

施策 

（1）運動習慣の確立と体力向上の推進 

（2）自然体験活動の充実 

（3）給食の充実と食育の推進 

（4）健康・安全・防災教育の推進 

 

  

施策の方向３  豊かな体験活動を通した健やかな体の育成  
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３－(１) 運動習慣の確立と体力向上の推進  

就学前から運動に親しむ態度を育成します。幼児期では遊びを通して体を動かすことを実感させ、小中学校で

は、全国体力・運動能力の調査結果等から課題を明確にし、基礎的な身体能力の向上と日常的に体を動かすこと

の楽しさ、健康づくりの大切さの醸成を目指します。 

≪23≫体力・運動能力、生活・運動習慣等調査の実施    

東京都統一体力テストを実施することで、区立小中学校の児童・生徒の体力・運動習慣等の現状を把握す

るとともに、その結果を児童・生徒に還元し、一人ひとりが自ら課題をもって体力向上や運動習慣の改善に取

組むことができるようにします。 

［指導課］ 

≪24≫連合運動会・連合陸上競技大会    

日々の体育教育活動の発表の場として体育大会を実施することで、団体行動に主体的に取り組む態度を養

うとともに、運動能力などの向上を促し、健康づくりに役立てます。 

［学務課］ 

≪25≫運動に親しむ態度の育成    

区立小中学校での体育・保健体育の時間の指導の充実を図るとともに、運動することの楽しさを味わうこと

ができる環境の整備を図ります。また、年間を通して全校体育朝会や異学年での集団による運動遊びを実施

するなど、運動の日常化に努めます。区立中学校では、武道の授業を通じて、精神力や思いやり・感謝の心を

育成します。 

［指導課］ 

≪26≫ラジオ体操会    

区民の健康で明るい生活に寄与するため、台東区ラジオ体操連盟の協力のもと、夏期ラジオ体操会地区大

会や各地区・町内会が区内の会場で、ラジオ体操を実施します。 

［スポーツ振興課］ 

≪27≫水泳指導への支援    

学級数が８学級以下の区立小学校で安全かつ充実した水泳指導が実施できるよう、体育や夏季休業期間

中の水泳指導において水泳指導講師を配置します。 

［指導課］ 
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≪28≫幼児の体力向上支援    

幼児の基礎体力向上と教職員の指導力の向上を図るため、区立幼稚園・保育園・こども園にスポーツ専門

指導員を派遣するとともに、私立幼稚園・保育園・こども園における幼児の体力向上に関する取組を支援し、運

動習慣の定着を図ります。 

［庶務課、学務課、児童保育課、教育支援館］ 

≪29≫幼児運動教室    

幼児の健やかな心と体作りのため、その特性に合わせた様々な身体の動かし方を学ぶ運動教室を実施し、

幼児が身体を動かす習慣を作ります。 

［スポーツ振興課］ 

≪30≫ジュニア駅伝大会    

児童・生徒が日頃のスポーツの成果を発揮するとともに、ジュニア層のスポーツ振興を図るため、区内在住・

在学の小学校第４学年から第６学年、中学生を対象としたジュニア駅伝大会を開催します。 

［スポーツ振興課］ 

≪31≫チャレンジスポーツ教室    

スポーツが不得意な 3歳から小学 6年生までの子供たちの苦手意識を克服できるよう、スポーツの楽しさ

を感じてもらう教室を実施します。 

［スポーツ振興課］ 

≪176≫中学校部活動の地域連携・地域展開（再掲）    

再掲：施策の方向 15－施策 1－≪176≫ 

［指導課、スポーツ振興課］ 
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３－(２) 自然体験活動の充実 

移動教室や自然にかかわる体験活動を通して、健やかな体づくりを進めるとともに、自然や環境に配慮する意

識を高め、自然を愛する心を養います。 

 

≪32≫小中学校自然体験活動  ★  

区立小学校第４学年から中学校第３学年の児童・生徒を対象に、校外学習を実施します。 

都会を離れ、少年自然の家「霧ヶ峰学園」等で、自然に親しみながら集団生活を行うことによって、友情を育

みながら心身を健全にし、学習意欲と基礎体力の向上を図ります。 

［学務課］ 

≪33≫幼児期の自然体験の充実     

区立幼稚園・保育園・石浜橋場こども園を対象に、園内外において実施する、自然に関わる活動を充実し、

園児が自然に親しむ態度が身に付くようにします。 

［児童保育課、指導課］ 

≪34≫環境学習の推進    

未就学児からおとなまで、さまざまなプログラムを通して環境について学習する機会を提供します。 

各プログラムは、工作や体験、環境配慮行動への意識啓発等、個々の目的に沿って企画し、実施します。 

［環境課（環境ふれあい館）］ 
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３－(３) 給食の充実と食育の推進 

保育園、こども園及び小中学校の給食の充実に努めるとともに、家庭と連携し、子供たちの食生活を見直し、規

則正しい生活習慣の定着を図ります。また、幼稚園においても食育を推進します。 

≪35≫学校園の給食の充実    

区立保育園・こども園・小学校・中学校で完全給食を実施します。季節の献立や行事食等を取り入れ、安全

でおいしく、楽しい給食を提供します。 

給食を通して、食事のマナーや食習慣の定着を図るとともに、望ましい食生活について体験的に身に付ける

ことができるよう、学校園・家庭・地域の連携に基づいた食育の充実を図ります。 

また、区立幼稚園・石浜橋場こども園を対象に、幼児に望ましい食習慣を身に付けさせるために、幼児の発

達段階に応じた指導を実施し、保護者の食育に対する理解を深めるための啓発を充実します。 

［学務課、児童保育課、指導課］ 

≪36≫栄養教諭・栄養士との連携による食育の推進    

区立小中学校に配置している栄養士により、各校特色ある献立で給食を実施します。栄養教諭を中心に東

京の地産地消を推進するとともに行事食や郷土食を子供たちに提供し、食育教材としてより良いものにしま

す。 

また、栄養教諭・栄養士が食に関する指導の全体計画作成に参画し、学級担任等と連携して食育を推進し

ます。 

［学務課、指導課］ 
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３－(４) 健康・安全・防災教育の推進 

セーフティ教室や薬物乱用防止教室、交通安全教室、避難訓練など、健康教育、安全教育、防災教育の取組を

推進します。子供たちが自分で考え、努力し、行動できる子供を育成します。 

≪37≫学校園の安全教育の推進    

区立幼稚園・保育園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の園児・児童・生徒が学校・家庭・地域生活に潜ん

でいる様々な危険に対する理解を深め、生活安全、交通安全、災害安全のそれぞれについて、自らの安全を

自らの判断で確保できる態度・判断力を身に付けさせるとともに、行動力の育成を推進します。 

［学務課、児童保育課、指導課］ 

≪38≫セーフティ教室の実施    

区立小中学校の児童・生徒の非行や犯罪被害を防止するため、不審者対応・連れ去り防止・薬物乱用防止・

インターネットトラブルの防止等具体的なテーマを設定して、地域・家庭と連携して児童・生徒の健全育成を図

る取組を実施します。  

［指導課］ 

≪39≫喫煙防止教育の推進    

区立小中学校で喫煙防止教育を実施し、将来の喫煙者の増加抑制を図ります。 

［保健サービス課］ 

≪40≫小学生・中学生対象の自転車安全利用促進    

小学生を対象に筆記テスト及び実技指導からなる自転車安全講習を実施し、自転車運転免許証を発行す

ることで、児童に対する自転車安全利用の実践に向けた動機づけを図ります。 

また、中学生を対象にスケアードストレイト講習を実施し、交通事故の再現を区立中学校の生徒が間近で見

学することにより、交通安全に対する一層の意識づけを図ります。 

［交通対策課］ 

≪92≫薬物乱用防止ポスター・標語コンクール（再掲）    

再掲：施策の方向 9－施策 3－≪92≫ 

［生活衛生課］ 
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現在の社会は「知識基盤社会」であり、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる領域での活動の基盤として非

常に重要であると言われています。 

2030 年頃には、第４次産業革命ともいわれる技術革新が一層進展し、社会や生活を大きく変えていく超スマ

ート社会（Society5.0）の到来が予想されています。 

小中学校では、このような社会を見据え、情報活用能力はもとより、ＡＩやＩoＴ等をはじめとする技術革新にも順

応できる資質・能力を育むことで新たな価値を創造する社会を生きるために必要となる力を育成します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「あなたは自分が PC・タブレットなどの ICT機器を使って情

報を整理する（図、表、グラフ、思考ツールなどを使ってまと

める）ことができると思いますか」に「とてもそう思う」「そう思

う」と回答した児童・生徒の割合 

小学校 

第６学年 71.7% 

中学校 

第３学年 61.6％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

昨年度までに「受けた授業で、自分の考えを発表する機会で

は、自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組み

立てなどを工夫して発表していましたか」に「発表していた」

「どちらかといえば、発表していた」と回答した児童・生徒の

割合 

小学校 

第６学年 72.3% 

中学校 

第３学年 67.6％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

 

施策 

（1）情報活用能力の育成 

（2）新しい時代に対応できる資質・能力の育成 

（3）新たな価値を創造するための教育の推進 

 

  

施策の方向４  新たな価値を創造する社会を生きるために必要となる力の育成  
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4－(１) 情報活用能力の育成 

学習活動において、必要に応じコンピュータ等の情報手段（ＩＣＴ機器）を適切に用いることが求められます。そこ

では、必要な情報を得て、それを整理・比較したり、得られた情報をわかりやすく発信・伝えたり、保存・共有したり

することができる力が育ちます。 

また、プログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力を育成します。 

≪41≫ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進   ℹ️ 

児童・生徒１人１台端末等のＩＣＴ機器やデジタル教科書・教材を活用した授業を実施することで、児童・生徒

の授業に対する関心や意欲、理解度を高め、情報活用能力の育成を図るとともに、情報社会で適正な活動を

行うための基になる考え方と態度を身に付けさせるため、情報モラル教育を行います。また、そのために必要な

ＩＣＴ教育環境を整備します。 

［庶務課、指導課］ 

≪42≫情報モラル教育の推進  ℹ️ 

区立小中学校の児童・生徒が、情報社会での行動に責任をもち、情報を見極めるとともに正しく安全に利

用する判断力を全教育活動を通じて身に付けさせます。また、教員や保護者が意識を高め、児童・生徒がコン

ピュータなどの情報機器、スマートフォンを適切に使用することができるように、家庭や地域との連携を図りま

す。さらに、情報活用能力テストを実施することで、児童・生徒が自己のスキルを確認し、成長を実感できる機

会を提供します。 

［指導課］ 

≪22≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール(再掲)       ℹ️ 

再掲：施策の方向 2－施策 4－≪22≫ 

［指導課］ 
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4－(2) 新しい時代に対応できる資質・能力の育成  

学校園は、子供たちが自分の人生を切り開いていくために必要となる資質・能力を教育課程において明確化し

育成を図ります。その実施状況を把握したり、実態調査を行ったりするなどして成果を検証し、客観的なデータに

基づき改善を図るという検証サイクルを通して日常の教育実践や研究活動を充実させ、新しい時代に対応できる

資質・能力の育成を図ります。 

≪43≫台東区総合学力調査    

区立小中学校の児童・生徒の基礎学力の定着状況を把握し、個々の児童・生徒に対する指導の充実を図る

ため、調査を実施します。なお、全国学力・学習状況調査と同時に実施することにより、小学校第４学年から中

学校第３学年までの状況を総括的に分析します。 

［指導課］ 

≪125≫研究協力校（再掲）    

再掲：施策の方向 11－施策 1－≪125≫ 

［指導課］ 

 

4－(3) 新たな価値を創造するための教育の推進  

自立した人間として主体的に判断し多様な人々と協働しながら新たな価値を創造する人材を育てます。そのた

めに、高校や大学等と連携して、科学や芸術、スポーツなど様々な分野等で専門的な議論を重ねる機会を設け、将

来の日本を担い、世界に飛躍する人材の育成を図ります。 

≪46≫グローバル教育の推進(再掲)    

再掲：施策の方向 5－施策 2－≪46≫ 

［指導課］ 

≪51≫中学生の職業体験（再掲）    

再掲：施策の方向 6－施策 2－≪51≫  

［指導課］ 

≪52≫企業と連携した中学生への職業講話（再掲）    

再掲：施策の方向 6－施策 2－≪52≫ 

［指導課］ 
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施策目標２  グローバルな社会で活躍する人材を育成する 

多様化・国際化する変化の激しい社会で生き抜くためには、グローバルな視点をもって豊かな地域社

会の創造・発展に積極的に貢献しようとする姿勢が求められます。その姿とは、江戸と今をつなぐまち台

東区の歴史や文化伝統に誇りをもち、地域を愛し、人を愛し、行動することであると考えます。 

そのために、新たな社会的・経済的価値を生み出すことなど、まちのニーズに応える人材や多文化共生

の地域社会で活躍する人材、広い視野をもち国際社会を牽引していく人材など、グローバルな社会で活

躍する人材を育成するための取組を推進していきます。 

 

施策の方向 

 

現状の教育課題 

国際情勢の不安定化や気候変動など、地球規模の課題に直面する中、多文化共生の進展により、異

文化理解と協働する力が不可欠となっています。 

このような情勢を踏まえて、施策目標２の実現に向けては、以下のような課題が挙げられます。 

第１に、情報収集や自己表現の手段が多様化する中、キャリア教育の充実を通じて、自己理解を深め、

こころざしを立てて主体的に学び、自己実現に向けた課題解決に取り組む態度を育成すること。 

第２に、子供たちが自らの生き方や働き方を主体的に考え、必要な知識・技能を継続的に学ぶ力を育

むとともに、探究的な学びや職業体験、地域との連携を通じて、社会的・職業的自立に向けた態度と能力

を育成すること。 

第３に、台東区の歴史・文化資源を活用し、地域住民や文化団体との協働による体験的な学びを通じ

て、子供たちの感性を育むとともに、伝統行事や文化財に触れる機会を通じて、地域への誇りと文化的素

養を育成すること。 

第４に、デジタル化により広がる社会との接点を生かし、地域課題への理解と多文化共生への意識を

高めるとともに、ボランティアや地域行事への参加など地域と学校の協働による人づくりを推進すること。 

施策の方向５ こころざしを立て将来の夢や理想を実現する人の育成 45ページ 

施策の方向６ 社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成 47ページ 

施策の方向７ 江戸で培った歴史や伝統を受け継ぐ豊かな感性の醸成 50ページ 

施策の方向８ 社会の発展に貢献する意欲と責任感の育成 54ページ 
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子供たちの意見 

 

 

重点事業 

令和５年度以降の社会情勢の著しい変化及び「現状の教育課題」並びに「子供たちの意見」を考慮し、

本アクションプランにおいて以下を重点事業として取り組みます。 

こころざし教育の推進  

区立小中学校の児童・生徒が、「特別の教科 道徳」等の学習や中学校の立志式等の行事を通して、未来の日

本を担うこころざしと意欲を持つつことができるよう、こころざし教育を推進します。また、先人の功績や言行等

から編纂した児童・生徒副読本「こころざし高くを」配布し、こころざし教育の充実を図ります。 

［指導課・教育支援館］ 

グローバル教育の推進 

小学校では、体験型施設における疑似留学体験を通じて、英語活用の意欲とコミュニケーションを図ろうとす

る態度を育成します。中学校では、英語体験学習プログラムや英語検定料補助を通じて、英語の表現力や技能

等を育成します。また、代表生徒の短期海外留学を通じて、英語を活用したコミュニケーション力の向上と異文

化理解の深化を図ります。 

さらに、グローバル教育重点指定校における教育方法の研究とその成果の普及を図るとともに、外国語指導

助手を派遣し、英語教育の充実を図り、児童・生徒の国際理解や英語への興味・関心を高めます。 

［指導課］ 

進路指導・キャリア教育の充実  

区立中学校進路指導主任を対象に研修会、生徒が自身の学びのプロセスを記録にまとめたキャリアパスポー

トを実施し、進路指導やキャリア教育に関する最新の情報や知識を身に付けさせます。 

［指導課］ 

自分が校長先生になったら、 

こんな学校にしたい 

外国の文化や英語を 

たくさん学べるようにしたい！ 

いろいろな職業の体験が 

できる学校にしたい！ 

台東区の歴史やお祭り、

伝統を体験できる 

場所を増やしたい！ 

同い年くらいの子供たち

と国際交流をする機会を

つくりたい！ 

自由に留学できる 

学校にしたい！ 
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子供たちは、大人にとっても将来の見通しをもちにくい現代社会を生きています。 

複雑で予測困難な社会であるからこそ、変化を前向きに受け止め、主体的な学びや多様な人々との協働を通じ、

その課題解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと等が求められています。 

子供たちがこころざしを立て、自分の将来の夢や理想の実現に向かって可能性に挑戦できるよう、学校園と家庭

における日常の指導の充実を図ります。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「将来の夢や目標を持っていますか」に「当てはまる」「どち

らかといえば、当てはまる」と回答した児童・生徒の割合 

小学校 

第６学年 79.2% 

中学校 

第３学年 68.6％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

CEFR A１レベル（英検３級など）相当以上の英語力を有す

ると思われる生徒の割合 ESAT-J 

中学校 

第３学年 66.4％ 
英語教育実施状況調査 

 

施策 

（1）こころざし教育の推進 

（2）グローバルに活躍する人材の育成 

 

  

施策の方向５  こころざしを立て将来の夢や理想を実現する人の育成  
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5－(１) こころざし教育の推進 

就学前においては、身近な環境に主体的にかかわり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、

自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら自立心を育みます。小中学校においては、各校の道徳の教育

方針を基に、「特別の教科 道徳」はもとより、先人の生き方が学べる「こころざし教育副読本 こころざし高く」の活

用、中学校における立志式の実施などを通して、子供たちが将来の夢や理想を抱いて、主体的に社会に貢献しよう

とするこころざしを育みます。 

≪44≫こころざし教育の推進  ★  

区立小中学校の児童・生徒が、「特別の教科 道徳」等の学習や中学校の立志式等の行事を通して、未来の

日本を担うこころざしと意欲をもつことができるよう、こころざし教育を推進します。また、先人の功績や言行等

から編纂した児童・生徒副読本「こころざし高くを」配布し、こころざし教育の充実を図ります。 

［指導課・教育支援館］ 

≪45≫地域を学ぶ学習の実施    

教科等の授業において、区立小中学校の児童・生徒にとって身近な題材や事象を取り上げて考えさせるほ

か、地域を教材とした学習、地域を場とした学習を通して地域について理解を深めるとともに、地域に対して深

い愛着をもてるようにします。 

［指導課］ 

 

5－(2) グローバルに活躍する人材の育成  

英語教育においてＡＬＴ等と慣れ親しむことや実践的な英語等の語学力を育むとともに、外国人観光客との交流

を通して積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育みます。多文化に対する理解と日本人としての自覚と

誇りを涵養し、豊かな国際感覚を醸成することで、グローバルに活躍する人材を育成します。 

 

≪46≫グローバル教育の推進  ★  

小学校では、体験型施設における疑似留学体験を通じて、英語活用の意欲とコミュニケーションを図ろうとする

態度を育成します。中学校では、英語体験学習プログラムや英語検定料補助を通じて、英語の表現力や技能等を

育成します。また、代表生徒の短期海外留学を通じて、英語を活用したコミュニケーション力の向上と異文化理解

の深化を図ります。 

さらに、グローバル教育重点指定校における教育方法の研究とその成果の普及を図るとともに、外国語指導助

手を派遣し、英語教育の充実を図り、児童・生徒の国際理解や英語への興味・関心を高めます。 

［指導課］  
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産業構造が変わると予想されているこれからの社会では、現在ある職業がＡＩ等で代替されたり、今は存在して

いない新しい職業ができたりして、将来が展望しにくい現状があります。 

このような状況の中、社会的・職業的自立を実現するためには、一人ひとりが自己の生き方や働き方について考

えを深め、職業生活や日常生活に必要な知識や技能、技術を主体的に身に付けることが一層重要となります。 

社会的・職業的自立の基盤となる基礎的・汎用的能力や、生涯にわたり必要な学習を通じて新たな知識や技能、

技術を身に付けることでキャリア形成をし、自らの職業人生を切り拓いていく原動力を育成します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」に「当てはま

る」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した児童・生徒

の割合 

小学校 

第６学年 ９５．５% 

中学校 

第３学年 ９６．４％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

職場見学もしくは職場体験活動を実施した学校の割合 
小学校 31.6％ 

中学校 １００％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

（1）自己の生き方や働き方を考える教育の推進 

（2）勤労観・職業観の育成とキャリア形成 

 

  

施策の方向６  社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成  
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6－(1) 自己の生き方や働き方を考える教育の推進  

子供たちが社会における自己の立場に応じた様々な役割を果たしつつ、自分らしい生き方を展望し実現でき

るよう、学校園は発達段階に応じて主体的な選択ができる力の育成に努めます。商店街や企業と連携し職場見

学や職業体験などを充実し、自らの生き方や将来の働き方について考える教育を推進します。 

≪47≫進路指導・キャリア教育の充実  ★  

区立中学校進路指導主任を対象に研修会、生徒が自身の学びのプロセスを記録にまとめたキャリアパスポ

ートを実施し、進路指導やキャリア教育に関する最新の情報や知識を身に付けさせます。 

［指導課］ 

≪48≫主体的な中学校選択の機会充実    

「中学校を見にいこう」の活動を中心として、土曜日に区立中学校が学校公開をし、区立小学校を休みとす

ることにより、小学生が中学校を参観する機会を設定します。 

［指導課］ 

≪49≫台東区立中学校選択制度    

対象の児童及び保護者が進路について家庭で話し合い、自らが希望する学校を選択することによって、積

極的に学習し伸び伸びとした学校生活ができるようにします。  

［学務課］ 

≪50≫台東区善行青少年表彰    

青少年指導や環境美化、文化、スポーツへの貢献など他の模範となる行動をとった青少年を表彰し、青少

年の健全な育成に対する区民の関心・意識の高揚を図ります。 

［子育て・若者支援課］ 

≪44≫こころざし教育の推進（再掲）     

再掲：施策の方向 5－施策 1－≪44≫ 

［指導課］ 

≪71≫ボランティア活動の推進（再掲）     

再掲：施策の方向 8－施策 2－≪71≫ 

［指導課］ 

  



49 

6－(2) 勤労観・職業観の育成とキャリア形成  

地域の産業界と連携し起業精神やものづくりの基盤技術に触れる機会を設け、職業の果たす意義や役割につ

いての認識を深めさせる活動を充実させます。将来の就労に向けての意欲を育む教育の充実に努めることで勤労

観・職業観の育成とキャリア形成を図ります。 

≪51≫中学生の職業体験    

区立中学校第２学年生徒が地域の商店や企業、公共施設などの協力を受けて、職場におけるマナーや仕事

の進め方の指導・実体験・ミーティング等からなる職業体験を５日間実施し、生徒の望ましい勤労観・職業観を

育成します。また、保育所体験では、乳幼児と触れ合うことで、遊びの意義や家庭の役割への理解を深め、家

庭生活を向上させる能力と態度を育てます。 

［指導課］ 

≪52≫企業と連携した中学生への職業講話     

区立中学校と地元企業等が連携して職業講話の機会を設け、働くことの意義や心構え等について学び、働

くことの意欲を高めます。 

［指導課］ 
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台東区には江戸で培った豊かな文化や歴史、伝統などがあります。 

教育基本法の教育の目標には、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」ことが謳

われています。そこで、江戸で培った台東区の伝統や文化に関する教育の充実を図るとともに、地域住民や芸術・

文化団体の参画を得ながら、子供たち自身が地域の伝統行事や文化財などに触れる機会を通して豊かな感性を

醸成します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「前年度までに、教科等の指導に当たって、地域や社会で

起こっている問題や出来事を学習の題材として取り扱いま

したか」に「よく行った」「どちらかといえば、行った」と回答し

た学校の割合 

小学校 ８９．５% 

中学校 ８５．７％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

（1）文化・芸術を豊かに感じる心の醸成 

（2）郷土の歴史・伝統に対する理解の促進 

（3）地元の文化・芸術に触れ愛着と誇りを育む教育の推進 

 

  

施策の方向７  江戸で培った歴史や伝統を受け継ぐ豊かな感性の醸成  
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7－(1) 文化・芸術を豊かに感じる心の醸成  

芸術鑑賞や伝統ある芸能に触れる機会の充実を図ります。「上野の山文化ゾーン」や区内に点在する伝統文化

施設の活用や大学との連携を進めるなかで、文化・芸術を豊かに感じる心の醸成を図ります。 

≪53≫小中学校連合作品展    

区立小中学校に通う児童・生徒による図工・美術・家庭・技術・書写などの作品を、東京都美術館等に展示し

鑑賞する機会を設け、表現力、創造力の向上及び情操教育の充実を目指します。 

［指導課］ 

≪54≫上野の山文化ゾーンフェスティバル    

上野の山の各文化施設による共同イベントを実施し、日本を代表する文化・芸術の集積地である上野の山

の魅力を広く内外にＰＲします。 

［文化振興課］ 

≪55≫文化施設の活用    

区立文化施設を広く公開することにより、台東区ゆかりの文化・芸術の魅力を発信し、文化に触れる機会の

充実を図ります。 

［文化振興課］ 

≪11≫子供の文化教育の充実（再掲）    

再掲：施策の方向 1－施策 5－≪11≫ 

［指導課］ 

≪155≫学びのキャンパスプランニング（再掲）     

再掲：施策の方向 13－施策 1－≪155≫ 

［指導課］ 
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7－(2) 郷土の歴史・伝統に対する理解の促進  

江戸で培った豊かな文化や歴史について理解を深めるために、「台東区歴史・文化テキスト」の活用、図書館

や区施設の郷土資料の活用、地域に点在する江戸創業事業所等との連携を図ります。小中学校では教育活動

全体を通じて郷土の歴史・伝統を学ぶ取組を充実させます。 

≪56≫郷土資料の収集・保存・活用     

郷土資料を収集・保存し、活用を図ります。貴重資料についてはデジタル化し、デジタルアーカイブとして公

開します。また、郷土・資料調査室の企画展コーナーを拡充し、図書館所蔵の貴重資料等を活用した展示を充

実させるとともに、企画展に関連した講座を開催します。 

［中央図書館］ 

≪57≫社会科副読本の配付    

台東区の産業・観光への理解と伝統・文化に対する愛着や誇りを育む授業を充実するため、区立小学校第

３学年を対象に、社会科副読本を作成し配付します。 

［指導課］ 

≪58≫台東区子供歴史・文化検定     

郷土の歴史・文化の伝承を図り、郷土を愛する心を育むため、区立小学校第５学年に「台東区歴史・文化テ

キスト」を作成・配付します。また、テキストの理解を深めるため、区立小学校第５学年から中学校第３学年を対

象に「台東区子供歴史・文化検定」を実施します。 

［生涯学習課］ 

  



53 

7－(3) 地元の文化・芸術に触れ愛着と誇りを育む教育の推進 

地域に伝わる民話や伝承遊びなどに就学前から親しむ取組を進めます。地元の伝統工芸に触れる活動を取り

入れ、地元の文化への愛着と誇りを育みます。 

≪59≫台東区の民話と伝承遊びの普及    

区内の幼稚園・保育園・こども園・小学校を訪問し、区内に伝わる民話や伝説、伝承遊びを子供たちに伝え

る普及活動を実施することで、生まれ育った郷土をよく知り、愛する心を育成します。また、普及委員の技術向

上を図り、普及活動を推進するため、普及委員会・養成講座を実施します。  

［生涯学習課］ 

≪60≫ＡＶライブラリー    

利用者ニーズに応えつつ、趣味や実用など区民の暮らしに役立つ資料や生涯学習を支援する記録的、教育

的価値の高い資料を収集・提供します。 

［中央図書館］ 

≪159≫多様な主体の参画による学習の展開（再掲）     

再掲：施策の方向 13－施策 1－≪159≫ 

［指導課］ 
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地域行事への参加やボランティア活動をはじめ、地域社会との様々なかかわりを通じて、これからの時代に必要

な力や、地域への愛着や誇りを子供たちに育むことが必要です。 

また、学校と地域の連携・協働体制を構築し、地域が人を育て、人が地域をつくる好循環を実現することが地域

の発展の担い手となる人材を育てる観点からも重要です。 

そこで、地域との様々な協働を進めていく中で、子供たちには、まちに集う人々との絆を尊重し、まちのニーズに

応えるとともに、広い視野をもって国際社会を牽引したり、多文化共生の地域社会や国際社会の発展に貢献しよう

としたりする意欲と責任感を育成します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いま

すか」に「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」

と回答した児童・生徒の割合 

小学校 

第６学年 ７９．４％ 

中学校 

第３学年 ７３．４％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

「学級生活をよりよくするために、学級会で話し合い、

互いの意見のよさを生かして解決方法等を合意形成

できるような指導を行っていますか」に「よくしている」

「どちらかといえば、している」と回答した学校の割合 

小学校 ８９．５％ 

中学校 ８５．７％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

（1）社会に参画しようとする意欲や態度の育成 

（2）まちや社会の期待に応える人材の養成 

（3）人と人との絆づくりの推進 

 

  

施策の方向８  社会の発展に貢献する意欲と責任感の育成  
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8－(1) 社会に参画しようとする意欲や態度の育成  

法やきまりを守り、進んで義務を果たす意欲や態度を育成します。公共のために尽くす体験や社会生活上での

マナーなどを学ぶことを通して、社会に参画する力を育みます。 

≪61≫租税教育の推進    

区立中学校の生徒の租税教育について、指導のねらい、内容、指導形態を体系化し、租税教室・税に関する

作文等の取組を活用します。また、税に関連する授業を充実させ、義務教育最終段階における生徒の社会参

画意識を向上させます。 

［指導課］ 

≪62≫主権者教育の推進    

選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられたことを受け、区立小中学校の児童・生徒に対し、参政権や政治に

関する教育を推進し、児童・生徒の社会参画意識を向上させます。 

［指導課］ 

≪63≫選択・判断する力を育てる消費者教育の推進     

消費生活に関する知識を習得し、選択・判断する力を育てるため、区立小学校児童向けに「くらしに役立つ

講座」を開催します。 

［くらしの相談課］ 

≪64≫資源回収    

区立小中学校の児童会、生徒会が中心となり、空き缶（スチール、アルミ）、紙パック、ハブラシの回収を自ら

実践することにより、環境やごみ減量・リサイクルに対する意識啓発を促進します。 

［清掃リサイクル課］ 

≪65≫小中学校における環境教育の推進     

区立小中学校において、地域における清掃・美化・リサイクル活動への参加等の体験や実践による教育活動

を通じ、環境に対する意識の向上と実践力の育成を図ります。また、区立小学校第４学年においては、清掃施

設・ごみ処理施設等で校外学習を行い、ごみ処理の過程を学ぶとともに、資源の有限性とリサイクル活動など

の環境問題への関心を高めます。 

［指導課］ 

≪66≫男女共同参画の推進    

性に関する基礎的・基本的な内容を、児童・生徒の発達段階に応じて正しく理解させ、相手を尊重し、男女と

もに協力し合う社会の形成に寄与することにつながる指導を実施・推進します。 

［指導課］ 
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8－(2) まちや社会の期待に応える人材の養成  

学校園近隣の清掃活動や福祉体験、ボランティア活動、地域行事への参加など、地域との様々な人との協働を

通して、人にやさしく、まちに貢献し、まちを支えるような区民の願いと期待に主体的に応える子供の養成に努めま

す。 

≪67≫大江戸清掃隊    

まちの美化を図るため、区立小中学校等による自主的な清掃・美化活動を支援し、環境美化意識の啓発に

つなげます。 

［環境課］ 

≪68≫福祉体験・奉仕活動体験の推進    

区立小中学校において、人権課題「高齢者」「障害者」に関する児童・生徒の知的理解を深め、人権感覚の

高揚を図るとともに、総合的な学習の時間や特別活動などを中心に全教育活動を通して社会貢献の精神を育

成し、社会に貢献しようとする意欲を高めます。 

［指導課］ 

≪69≫認知症サポーター養成講座    

認知症のある人を温かい目で見守り支援する「認知症サポーター」を、地域の中に養成していきます。子供

たちに、早い時期から認知症の正しい知識・対応方法を身に付けさせることにより、高齢者に対する偏見や誤

解を生じない心を育み、認知症高齢者が安心して暮らし続けることができる地域を目指します。 

［高齢福祉課］ 

≪70≫青少年フェスティバル    

区内１１の青少年育成地区委員会が行う合同事業として、地区委員が補佐をし、区内在学の小中学生、高校

生がイベント運営、またステージ発表を行うことによって、青少年の育成を図ります。 

［子育て・若者支援課］ 

≪71≫ボランティア活動の推進    

区立小中学校の児童・生徒が学校・地域・社会に奉仕するために、児童会・生徒会等が中心となって、地域・

社会への奉仕活動を企画・運営したり、自発的に参加したりする活動を推進します。 

［指導課］ 
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8－(3) 人と人との絆づくりの推進 

学校園を中心にして人と人とのネットワークを広げ、地域人材の学習活動への参画を促進するとともに、地域で

の子供の見守りや地域全体の安全な環境の充実を図ります。 

≪72≫地域との連携による学校、地域の安全の充実    

地域と連携した安全教育を実施することにより、学校が地域の防災拠点として機能していることを児童・生

徒に理解させるとともに、地域の一員であるという自覚を促します。 

［指導課］ 

≪73≫世代間交流・地域交流    

子供たちが高齢者と触れ合い、高齢者から学ぶことの大切さを知るため、区立幼稚園・保育園・石浜橋場こ

ども園・小学校の園児及び児童が地域の高齢者施設を訪問するなど、各種行事を通じて交流を図ります。 

［児童保育課、指導課］ 

≪74≫寿作品展示会    

区立幼稚園・こども園・小学校に、シニアクラブを主体とする区内高齢者の作品展示会への参加を促し、作

品を展示することで、世代間の交流を図ります。 

［健康課］ 

≪75≫学校安全ボランティア    

各区立小学校単位で、保護者と町会などの地域団体が協力してパトロールなどを行うことにより、登下校時

の通学路における児童の安全を確保します。 

［庶務課、指導課］ 

≪51≫中学生の職業体験（再掲）     

再掲：施策の方向 6－施策 2－≪51≫ 

［指導課］ 
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(空白ページ) 
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施策目標３  多様なニーズを具現化する教育を展開する 

一人ひとりが豊かな生活を送り、また、公平公正で活力ある社会を実現する上で、障害の有無や日本

語指導の必要性、いじめの解消、不登校への支援など、多様なニーズに対応した教育機会の提供が必要

です。 

経済の状況や社会の急激な変化などの影響を受けて、就学前教育の段階から義務教育段階において

子供たちが多様な学習の機会を得られるようにしていくために、様々な状況にある家庭への支援を多面

的・多角的に進めるための方策の充実を図っていきます。また、安全安心な教育環境の実現に向けた取

組を継続的、計画的に進めていくとともに、子供や保護者の満足感、達成感を高めるための充実した教

育環境の整備を推進し、多様なニーズを具現化する教育を展開していきます。 

 

施策の方向 

施策の方向９  子供が豊かに学ぶ教育環境づくりの推進 61ページ 

施策の方向１０  様々な家庭の状況や子供の諸課題の支援 67ページ 

施策の方向１１  教員・保育士の資質・能力の向上 73ページ 

施策の方向１２  時代の変化に対応した環境整備の推進 78ページ 

 

現状の教育課題 

外国籍児童・生徒の増加や不登校の長期化、発達障害への理解不足、また経済格差や家庭環境の多

様化による教育機会の不均衡など、多様な教育ニーズへの対応が求められています。 

このような情勢を踏まえて、施策目標３の実現に向けては、以下のような課題が挙げられます。 

第１に、デジタル技術や専門的知見を生かして、障害や言語、文化などにかかわらず、すべての子供が

安心して豊かに学べる教育環境を整備すること。 

第２に、子育てへの不安や孤立感を抱える家庭への地域や学校による支援体制を強化するなど、子供

の基本的生活習慣や自立心の育成を支える支援を通じて、すべての子供が健やかに育つ環境を整備す

ること。 

第３に、授業準備や子供との関わりに集中できる環境整備と、継続的な研修機会の提供など、教員・保

育士の専門性と働きやすさの両立に向けた支援を行い、教育の質の維持向上を図ること。 

第４に、子供たちが安心して学び、未来社会に対応できる力を育むために、ICT 環境の整備や施設の

安全性向上に向けて柔軟かつ計画的に環境を整備すること。  
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子供たちの意見  

 

 

 

重点事業 

令和５年度以降の社会情勢の著しい変化及び「現状の教育課題」並びに「子供たちの意見」を考慮し、

本アクションプランにおいて以下を重点事業として取り組みます。 

不登校対策の推進 

「台東区不登校対策ガイドライン」を基に、不登校あるいは不登校傾向の見られる生徒のための「不登校対応

校内分教室チャレンジクラス」を設置し、登校日数の増加、学習内容の定着を図ります。また「校内教育支援セン

ター ほっとステーション」を区立小中学校全校に配置し、学級で過ごすことが難しい児童・生徒に対して、別室

で学習支援や相談対応を行うことで、不登校の未然防止や早期解決を図ります。加えて、不登校対応巡回教員

が区立中学校を訪問し、助言等を行い、各学校の対応力向上につなげます。 

［指導課、教育支援館］ 

特別支援学級の整備 

障害のある、またはその心配のある児童・生徒がその能力を最大限に発揮できるよう、特別支援教育に係る

学びの場を整備します。整備にあたっては、在籍者数の推移等を踏まえて計画的に行い、特に自閉症・情緒障害

特別支援学級については、令和８年４月に石浜小学校、令和９年４月に御徒町台東中学校に新設します。 

［学務課］ 

教員の働き方改革の推進  

学校教育の質の向上のために、教員が教員でなければできないことに集中できるように「学校・教師が担う業

務に係る３分類」の徹底を図るとともに、管理職研修等を通じたマネジメント能力の向上を図ります。 

また、教員の勤務時間の上限に関する方針を定め、教員を取り巻く環境整備に向けて、教員業務支援員や副

校長補佐、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、多様な支援スタッフの配置拡充及び効果的

な活用の促進、ICT活用による業務効率化の促進等に取り組みます。 

［指導課］ 

自分が校長先生になったら、 

こんな学校にしたい 

困ったときに 

相談できる人を増やしたい！ 

子供たちの意見をきちんと

聞き、公平に接する先生を

増やしたい！ 

生徒一人一人に寄り添う 

学校にしたい！ 

いろいろな人が一緒に 

学べる学校にしたい！ 

みんなの個性を生かせる

学校にしたい！ 
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障害の有無や日本語指導の必要性、個人の性的指向や性自認の多様性に適切に配慮することなど、多様なニ

ーズがあります。また、子供の生活習慣病予防等の健康課題への対応も求められています。 

一人ひとりが豊かな生活を送り、また、公平公正で活力ある社会を実現することが重要です。 

そのために、専門的な知識を踏まえ、一人ひとりの子供が豊かに学ぶ教育環境づくりを推進します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

前年度までに、授業の中で、障害のある児童・生徒を

念頭に置いた指導上の工夫を行った学校の割合 

小学校 ９４．７% 

中学校 ８５．７％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

「日本語指導が必要な児童・生徒に対して、特別な配

慮に基づく指導をどの程度行っていますか」に「十分

に行っている」「どちらかといえば、行っている」と回答

した学校の割合 

小学校 ５２．６％ 

中学校 ８５．７％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

（1）特別支援教育の推進 

（2）外国人の子供や帰国児童・生徒に対応した教育への支援 

（3）健康課題に対する取組の充実 

（4）個人の性的指向や性自認に対する正しい理解と適切な配慮 

 

  

施策の方向９  子供が豊かに学ぶ教育環境づくりの推進  
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９－(1) 特別支援教育の推進 

学校園と保護者の共通理解のもと、特別な支援が必要な子供に対する適切な教育的支援の充実に努めます。

就学前から学校卒業までの学校園間における引き継ぎを円滑に行います。学校園と専門諸機関等との連携を一

層進めるとともに、就学相談体制の充実を図り、障害のある子供一人ひとりの自立や社会参画に向けた特別支援

教育の一層の推進を図ります。 

 

≪76≫特別支援学級の整備  ★  

障害のある、またはその心配のある児童・生徒がその能力を最大限に発揮できるよう、特別支援教育に係る

学びの場を整備します。整備にあたっては、在籍者数の推移等を踏まえて計画的に行い、特に自閉症・情緒障

害特別支援学級については、令和８年４月に石浜小学校、令和９年４月に御徒町台東中学校に新設します。 

［学務課］ 

≪77≫就学・就園相談等の充実    

区立幼稚園・石浜橋場こども園入園時、区立小中学校入学時に、障害のある又は心配のある幼児・児童・

生徒が、個々のニーズに応じた教育や支援が受けられるように、就園・就学相談等を通じて適切な教育環境

につなげます。小学校入学にあたっては、保護者が幼児期から学齢期にスムーズな支援を引き継ぐ就学支援

シートを活用して、学校ではそれらの情報を参考に個別指導計画等を作成し、児童の指導・支援にあたります。 

また、区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校に高い専門性を有する巡回相談員を派遣し、教員に

対し助言を行います。 

［学務課］ 

≪78≫副籍事業の推進    

都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒が、居住する地域の区立小中学校に副次的な籍（副

籍）をもち、直接的な交流（学校行事や地域行事等への参加）や間接的な交流（学校・学級便りの交換等）を通

じて、居住する地域とのつながりの維持・継続を図ります。これにより、居住する地域の中で障害のある児童・

生徒と障害のない児童・生徒の相互理解を進め「豊かな心の育成」につなげます。 

［学務課］ 

≪79≫個別指導計画に基づく教育の推進    

障害のある、もしくはあると思われる区立幼稚園・保育園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の園児・児

童・生徒について、保護者と情報交換しながら個別指導計画を作成し、適切な指導・支援をします。 

［児童保育課、指導課］ 
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≪80≫特別支援教育支援員の配置     

特別な配慮を必要とする幼児・児童・生徒が在籍する区立幼稚園・保育園・石浜橋場こども園・小学校・中学

校に、当該幼児・児童・生徒の園や学校における生活・学習等の支援を行う特別支援教育支援員を配置します。 

［教育支援館］ 

≪81≫医師・言語聴覚士による相談    

子供の発達や行動に関して、精神科の医師による来所・電話相談を実施するとともに、区立学校園を訪問

し、授業・保育の観察を通じて適切な対応方法などについて助言します。 

また、発音の誤り、言葉の繰り返しなどが気になる小学校入学前の幼児を対象として、言語聴覚士が相談を

行います。 

［教育支援館］ 

≪82≫発達相談    

発達の遅れ等が疑われる乳幼児に対して医師・専門職による相談を実施し、必要に応じて専門療育機関に

紹介します。 

［保健サービス課］ 

≪83≫教育相談連携訪問    

教育相談員が区立小中学校を訪問して、スクールカウンセラーの専門性を生かした学校教育相談の体制

づくりや、教育相談室との適切な連携についての協議や情報交換を行います。 

区立及び私立幼稚園・保育園・こども園に対しては、教育相談員が園児の観察を通じた助言を行います。 

［教育支援館］ 

≪84≫こども療育    

心身の発達に心配のある子供及び障害のある子供への早期に適切な支援(療育)や保護者への助言等を

行います。 

また、幼稚園・保育園・こども園等への巡回訪問や関係機関と連携して相談支援を実施することで、子供の

心身の発達を促し、社会生活への適応能力の向上を図ります。 

［松が谷福祉会館］ 

≪85≫障害のある子供の読書活動の推進     

視覚障害や発達障害など、通常の読書が困難な児童・生徒に向けて、さわる絵本、大活字本、ＤＡＩＳＹ図書、

マルチメディアＤＡＩＳＹ図書等を提供します。また、特別支援学級からの要望に応じて、大型絵本等を活用し

た訪問おはなし会を実施します。 

［中央図書館］ 
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≪86≫医療的ケア児への支援    

区立幼稚園・保育園・石浜橋場こども園・小学校・中学校・こどもクラブ及び放課後子供教室において、医療

的ケアを必要とする児童等の受入れ及び支援を通して、当該児童等が安心して学校等での生活を送ることが

できるように、区の配置看護師により安全かつ適切に医療的ケアを実施します。 

［学務課、児童保育課］ 

 

９－(２) 外国人の子供や帰国児童・生徒に対応した教育への

支援 

日本語指導を必要とする子供への日本語講師の派遣を進め、日本文化や日本の教育システムへの適応を図れ

るよう、保護者を含めた支援の充実に努めます。 

≪87≫子供を対象とした日本語学習支援        

台東区在住・在学で、日本語の理解が十分ではない外国にルーツのある学齢期の子供を対象に日本語学

習の支援を行います。 

［人権・多様性推進課］ 

≪88≫子供・保護者への日本語支援    

区立幼稚園・保育園・石浜橋場こども園・小学校・中学校における生活を送る上で必要となる基礎的な日本

語の習得を目的として、外国から新たに編入し日本語の理解が十分でない幼児・児童・生徒を対象に専門の

講師を派遣し指導を行います。また、保護者面談や教育相談室が行う相談業務、スクールソーシャルワーカー

の家庭訪問、及び５歳児の保護者を対象に家庭の果たすべき役割などの講話を行う「かけはし懇談会」に通訳

者を派遣します。 

［教育支援館］ 

≪89≫多文化共生に対応した読書サービス    

こどもとしょしつに加え１０代向けコーナーに外国語図書のコーナーを設置し、日本語を母語としない子供た

ちなどに対して情報提供します。 

また、ボランティアによる外国語おはなし会など外国語図書に関する行事を実施し、国際理解と多文化共生

を推進します。 

［中央図書館］ 
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≪41≫ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進（再掲）   ℹ️ 

再掲：施策の方向 4－施策 1－≪41≫ 

［庶務課、指導課］ 

 

９－(３) 健康課題に対する取組の充実  

学校園での健康指導や関係機関の健康相談の充実を図ります。子供の生活習慣病予防等の健康課題への対

応に努めます。 

≪90≫健康診断の実施    

園児・児童・生徒並びに教職員の疾病の早期発見と予防及び適切な健康管理を図るため、定期健康診断を

中心に各種健康診断を実施します。また、健康増進に絶えず努力する児童を育成するため、健康づくり努力児

童などの表彰を行います。 

［学務課］ 

≪91≫子供の生活習慣病予防対策    

区立小中学校に在籍する児童・生徒を対象に生活習慣病予防健診を実施し、生活習慣病の早期発見に努

めるとともに、健診結果に基づいた生活習慣の改善を支援します。 

［学務課］ 

≪92≫薬物乱用防止ポスター・標語コンクール    

ポスター・標語作成を通じて中学生の薬物乱用に対する問題意識の向上を図ります。  

［生活衛生課］ 

≪39≫喫煙防止教育の推進（再掲）     

再掲：施策の方向 3－施策 4－≪39≫ 

［保健サービス課］ 
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９－(４) 個人の性的指向や性自認に対する正しい理解と適切

な配慮 

個人の性的指向や性自認に関して、正しい理解と認識を深めるために、学校園に対して研修等を実施します。 

また、本人やその保護者からの申し出があった場合、学校と本人やその保護者とが緊密に連携を図りながら、そ

の時々に応じた支援を進めるとともに、適切な配慮をします。 

≪93≫個人の性的指向や性自認に対する校内体制の確立    

性的指向や性自認に関する本人やその保護者からの申し出に応じ、校内における相談及び支援に対する

体制の充実を図ります。  

［指導課］ 

≪94≫こころと生きかたなんでも相談    

身近な人間関係、自分の生きかた、性的指向・性自認に関する悩みなどの相談に応じます。  

［人権・多様性推進課］ 

≪2≫人権教育研修会（再掲）    

再掲：施策の方向 1－施策 1－≪2≫ 

［指導課］ 

≪3≫人権尊重教育研修会（再掲）    

再掲：施策の方向 1－施策 1－≪3≫ 

［人権・多様性推進課］ 

≪108≫１人１台端末を活用した子供の相談窓口 （再掲）        

再掲：施策の方向 10－施策 2－≪108≫  

［教育支援館］ 

≪109≫教育相談（再掲）    

再掲：施策の方向 10－施策 2－≪109≫  

［教育支援館］ 

≪114≫スクールカウンセラーの派遣（再掲）     

再掲：施策の方向 10－施策 2－≪114≫ 

［指導課］ 
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家庭教育について教育基本法では、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するもので

あって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよ

う努めるものとする。」と謳われています。 

しかし、近年の家庭環境の多様化に伴い、子育てについての不安や孤立を感じる家庭や、基本的生活習慣の育

成等に課題を抱える家庭も増加するなど、家庭教育を行う上での課題も指摘されています。 

家庭教育に対する働きかけは、「子供が健やかに育つために、子育て家庭には必要なサポートが欠かせない」と

いう基本認識のもと、社会が支援する領域と家庭が成長していく領域とを見分けつつ、様々な家庭の状況や子供

の諸課題へのきめ細やかな支援を進めます。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「困りごとや不安がある時に、先生や学校にいる大人

にいつでも相談できますか」に「当てはまる」「どちらか

といえば、当てはまる」と回答した児童・生徒の割合 

小学校 

第６学年 ６６．１% 

中学校 

第３学年 ７０．６％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

不登校児童・生徒の出現率(前年度実績) 今後記載 区独自調査 

 

施策 

（1）家庭への支援 

（2）子供の諸課題に対する組織的な対応 

（3）学びのセーフティネットの充実 

 

  

施策の方向１０  様々な家庭の状況や子供の諸課題の支援  
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１０－(1) 家庭への支援 

子供への養育やかかわり方に悩む保護者、子育てに不安や孤立を感じている家庭などに対して、その不安や孤

立感を取り除くための取組や支援の充実などを図ります。 

≪95≫小中学校給食食材等支援        

学校給食の安定的な提供と食育の更なる推進を目的に、区が区立小中学校給食食材の調達を支援します。

また、区内在住の特別支援学校在籍児童・生徒の給食費を支援し、保護者負担の軽減を図ります。 

［学務課］ 

≪96≫小中学校補助教材費等支援        

教育環境の充実と子育て支援の更なる充実を目的に、区立小中学校に通う児童・生徒等が学校の教育活

動において使用する補助教材や学用品費等に係る費用を支援します。 

［学務課］ 

≪97≫保育所等副食費等支援        

子育て支援の更なる充実を目的に、認可保育所、認定こども園、幼稚園の副食費や給食費を支援し、保護

者負担の軽減を図ります。 

［庶務課、学務課、児童保育課］ 

≪98≫乳児等通園支援        

保育所等に通っていない 0 歳 6 か月から満 3 歳未満の子供を対象に、保護者の就労要件を問わず、月一

定時間まで適切な遊びと生活の場を提供すること等により、子供の育ちを応援し、子供の良質な成育環境を整

備します。 

［児童保育課］ 

≪99≫子供を対象とした日本語学習支援（保護者おしゃべりサロン）        

子供日本語教室に参加する子供の保護者を対象とした「保護者おしゃべりサロン」を実施します。 

［人権・多様性推進課］ 

≪100≫保育等施設での一時預かり    

保護者の不定期な仕事や通学、病気、出産、看護、リフレッシュ等理由を問わず利用できる一時預かりを実

施し、一時的な保育の提供とともに子育てにかかる精神的・身体的負担の軽減を図ります。（一時保育＋いっ

とき保育＋休日・年末一時保育） 

［児童保育課］ 
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≪101≫病児・病後児保育    

児童の病気の回復期にあり、集団保育の困難な期間等において一時的にその児童を預かり、もって保護者

の子育てと就労の両立を支援します。 

［児童保育課］ 

≪102≫民生委員・児童委員の家庭との連携    

民生委員・児童委員が乳幼児・児童の保護者への支援として、福祉に関する情報の提供その他の援助を行

います。  

［福祉課］ 

≪103≫すこやか育児相談・交流支援     

安心して妊娠・出産・育児が行えるとともに、乳幼児の健やかな成長のために、育児相談と親子の交流の場

の提供を行います。 

［保健サービス課］ 

≪104≫こどもクラブ運営    

共働き家庭等の児童に対し、授業の終了後や長期休業中に適切な遊びや生活の場を提供することで、健全

な育成を図ります。 

［児童保育課］ 

≪105≫子育てアシスト    

多様な子育て支援の情報を提供するとともに、必要に応じて相談や助言、関係機関との連絡調整を行い、

子育て支援サービスを円滑に利用できるよう支援します。  

［子育て・若者支援課］ 

≪106≫子育て総合相談    

子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対して、専任の相談員が相談・援助を行います。また、

子育てに関する情報の提供、援助の調整を行います。 

［子ども家庭支援センター］ 

≪86≫医療的ケア児への支援（再掲）     

再掲：施策の方向 9－施策 1－≪86≫ 

［学務課、児童保育課］ 

≪164≫就園・就学前の保護者支援（再掲）     

再掲：施策の方向 13－施策 3－≪164≫ 

［人権・多様性推進課］ 
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１０－(２) 子供の諸課題に対する組織的な対応  

いじめや暴力、児童虐待等の子供を取り巻く諸課題に対して、子供を守ることを最優先に、迅速に学校園の組

織体制を機能させ対応にあたります。学校園と様々な関係機関との連携、スクールソーシャルワーカー等の活用、

教育相談体制の充実などを図ることで、組織的な対応を進めます。 

≪107≫不登校対策の推進      ★  

「台東区不登校対策ガイドライン」を基に、不登校あるいは不登校傾向の見られる生徒のための「不登校対

応校内分教室チャレンジクラス」を設置し、登校日数の増加、学習内容の定着を図ります。また「校内教育支援

センター ほっとステーション」を区立小中学校全校に配置し、学級で過ごすことが難しい児童・生徒に対して、

別室で学習支援や相談対応を行うことで、不登校の未然防止や早期解決を図ります。加えて、不登校対応巡

回教員が区立中学校を訪問し、助言等を行い、各学校の対応力向上につなげます。 

［指導課、教育支援館］ 

≪108≫１人１台端末を活用した子供の相談窓口        

１人１台端末を活用することにより、学校生活においてなかなか言い出すことのできない友人関係や学習・進

路などの悩みについて相談しやすい環境を提供することを目的として、子供の相談窓口を開設します。 

［教育支援館］ 

≪109≫教育相談    

子供の教育上のさまざまな悩みに関して、本人や保護者を対象としたカウンセリングを臨床心理士が行います。 

［教育支援館］ 

≪110≫生活指導相談学級の運営    

学校生活に適応できず、長期欠席傾向にある児童・生徒を対象に、教職経験者や臨床心理士等が学校復

帰に向けた支援をするための指導を行います。 

また、不登校等で家にひきこもりがちな小・中学生を対象に、精神的な自立と学校復帰を目的として、心理

学を専攻する大学院生や大学生等が家庭を訪問して話し相手や相談等に応じます。 

［教育支援館］ 

≪111≫要保護児童支援ネットワーク    

台東区要保護児童支援ネットワークにおける関係機関などの緊密な連携や見守り、保護者の養育力を高め

るための取り組みにより、児童虐待や不登校、非行、養育が困難な家庭などの要保護児童及びその保護者を

支援します。 

［子ども家庭支援センター］ 
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≪112≫民生委員・児童委員の学校との連携    

民生委員・児童委員が、学校運営連絡協議会、地域懇談会等に参加し、学校からの依頼への協力・連携・支

援（見守りの必要な児童・生徒など）をします。また、日頃から地域の子供の見守りを行います。 

［福祉課］ 

≪113≫学習支援    

生活に困窮している家庭に対して学習支援員を派遣し、子供の学習に関する相談や助言などの支援を行

います。 

［保護課］ 

≪114≫スクールカウンセラーの派遣    

区立小中学校にスクールカウンセラーを配置し、児童・生徒並びに保護者へのカウンセリングを行います。ま

た、教職員を対象にスクールカウンセラーを活用したカウンセリング機能を充実させる研修等を実施し、いじめ

や不登校等の問題解決及び早期発見に努めます。  

［指導課］ 

≪115≫スクールソーシャルワーカーの配置    

社会福祉に関する専門的知識や技能を有する人材が、いじめや不登校、家庭の貧困や虐待など、子供が置

かれた環境面における諸問題の解決を図ります。また、学校園、関係機関及び家庭間との連携強化を図り、諸

問題を協力して解決していく体制を推進します。 

［教育支援館］ 

≪82≫発達相談（再掲）    

再掲：施策の方向 9－施策 1－≪82≫ 

［保健サービス課］ 

≪94≫こころと生きかたなんでも相談（再掲）     

再掲：施策の方向 9－施策 4－≪94≫ 

［人権・多様性推進課］ 

≪180≫児童館運営（再掲）    

再掲：施策の方向 15－施策 1－≪180≫ 

［児童保育課］  
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１０－(３) 学びのセーフティネットの充実  

すべての子供たちの就学前からの学びの機会の充実のため、子育て支援をはじめ、就学援助制度、通学支援、

私立幼稚園保護者補助、私立保育所振興などの取組を推進します。 

≪116≫就学援助制度    

国・公立小中学校に在籍する児童・生徒で、経済的理由によって就学困難な児童・生徒の保護者に対して、

学用品購入費等の経費を援助することにより義務教育の円滑な実施を図ります。 

［学務課］ 

≪117≫実費徴収に係る補足給付    

区立及び私立幼稚園・保育園・こども園において特定教育・保育等を利用する際に、低所得で生計が困難で

ある世帯の子供や保護者に対して、実費負担となる給食費及び教材費・行事費等の一部を補助することによっ

て、教育及び保育の円滑な実施を図ります。 

［庶務課、学務課、児童保育課］ 

≪118≫移動支援（通学支援）    

障害のある児童・生徒が通学する際に、ガイドヘルパーによる送迎支援を行うことで、登下校時の安全を確

保するとともに、介助を行う保護者の負担を軽減し、就労を支援します。 

［障害福祉課］ 

≪119≫民生委員・児童委員の相談・援助    

民生委員・児童委員が、子供自身の相談を受けるとともに、福祉に関する情報の提供その他の援助を行います。 

［福祉課］ 

≪120≫私立幼稚園保護者補助    

公立、私立の保護者負担の格差を是正し、入園機会の均等化を図るため、私立幼稚園児保護者への保育

料補助を行います。 

［庶務課］ 

≪121≫子育てのための施設等利用給付    

幼児教育・保育の無償化の一環として、保育の必要性の認定を受けた子供が、区立及び私立幼稚園・こど

も園の預かり保育や認可外保育施設等を利用した際に要する費用を上限額の範囲内で支給します。 

また、子ども・子育て支援新制度未移行の私立幼稚園等については、上記に加え、在籍している子供が当

該施設を利用した際に要する費用を上限額の範囲内で支給します。 

［庶務課、学務課、児童保育課］  
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学校教育には、子供たちがこれからの時代に対応できる力を育むことが求められており、その役割を果たすため

には教員・保育士の資質・能力の向上が欠かせません。 

新しい教育課題へも柔軟に対応するとともに、教員・保育士が授業や授業準備等に集中し、健康でいきいきとや

りがいをもって子供たちとかかわることにより、「持続的な教育活動の質の維持向上」の実現を図る必要があります。 

これからの時代に対応できる力を子供たちに育むことができるように、「持続的な教育活動の質の維持向上」の

実現を目指すとともに、教員・保育士の資質・能力を一層向上させます。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「個々の教員が自らの専門性を高めるため、校外の

各教科等の教育に関する研究会等に定期的・継続的

に参加していますか」に「よくしている」「どちらかとい

えば、している」と回答した学校の割合 

小学校 ９４．７% 

中学校 ８５．７％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

時間外における在校園時間が月 45時間を超える 

教員数(前年度実績) 
１７１人 区独自調査 

 

施策 

（1）教員・保育士の資質・能力の向上 

（2）教員・保育士の支援体制の充実 

（3）働き方改革の推進 

 

  

施策の方向１１  教員・保育士の資質・能力の向上  
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１１－(1) 教員・保育士の資質・能力の向上  

職層や経験に応じた研修、校務分掌ごとの研修、今日的教育課題に関する研修等を開催し、教員・保育士の資

質・能力の向上に努め、これからの時代に対応できる力を育むことができる教員・保育士を養成します。 

≪122≫教職員の資質・能力の向上   ℹ️ 

区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の教職員を対象に、教育課題や教科領域、担当職域、服務

事故防止等について教育委員会や校（園）内、各施設等で研修を行い、教職員の資質向上や教育活動の充実

を図ります。 

［指導課］ 

≪123≫学校教育の情報化推進における教員育成   ℹ️ 

学校における DX推進や情報セキュリティ意識啓発を目的とした研修・研究の機会を確保します。 

［指導課］ 

≪124≫教育課題研究委員会    

区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の教職員で構成する各教科などの研究専門委員会におい

て、教育課題の研究を行い、教育指導全般の強化や充実を図ります。 

［指導課］ 

≪125≫研究協力校    

区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の指定校が教育課題の解決及び教育方法の改善等を図る

研究を行い発表することで、教員の指導力向上を図ります。  

［指導課］ 

≪126≫幼児教育研修    

幼児教育の今日的な課題や台東区が推進する施策を踏まえ、教育・保育の実践力を高める研修を行います。 

［教育支援館］ 

≪127≫学校教育相談講座    

区立及び私立学校園における教育相談を充実するため、教員や保育士等を対象に基礎的な理論や実技等

を学ぶ研修会を開催します。 

［教育支援館］ 
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≪128≫台東区教育委員会優秀教員奨励     

本区において優れた教育活動を実践している教員及び教員の団体の功績をたたえ、表彰を行うことで、教員

の意欲を高めるとともに、優秀教員による公開授業・協議会などを実施し、他の教員の指導力向上を図ります。 

［指導課］ 

≪187≫指導課学校園訪問（再掲）    

再掲：施策の方向 16－施策 2－≪187≫ 

［指導課］ 

≪188≫ちいさな芽実践推進訪問（再掲）     

再掲：施策の方向 16－施策 2－≪188≫ 

［教育支援館］ 

 

１１－(２) 教員・保育士の支援体制の充実  

すべての教員・保育士が自己研鑽に努め、優れた実践が展開できるよう学校園の教育活動への人的支援を充

実させます。ワーク・ライフ・バランス、メンタルヘルスの問題への対応など、様々な教員・保育士への支援の取組を

進めます。 

≪129≫校務支援システムの運営    

校務支援システムや学校ホームページ等を含む校務ネットワークシステムを運営することにより、高度なセキ

ュリティ環境において児童・生徒等に関する様々な情報を一元管理し、校務事務の効率化と児童・生徒等に対

する教育活動の時間を確保します。 

［庶務課、指導課］ 

≪130≫授業資料データサービス    

区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校における研究授業や研究発表会の公開授業等の学習指導

案をデータベース化し、教職員に配置されたパソコンから閲覧できるよう情報を共有します。 

［教育支援館］ 

≪131≫初任者アドバイザーの学校訪問    

区立小中学校に採用になった初任者を対象に、教員経験者や指導主事が学校を訪問して、授業を観察し支

援するとともに、メンタルヘルスケアを行います。 

［指導課］ 
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≪132≫幼稚園・こども園１･２･３年目教員アドバイザー派遣     

採用１年目から３年目の区立幼稚園・石浜橋場こども園の教員を対象に研修支援専門員が面談し、教育上

の助言やメンタルヘルスケアを行います。 

［教育支援館］ 

≪133≫学校教育情報室    

区立小中学校の教職員を対象に、教育関係の専門書、定期刊行物、研究紀要やＤＶＤ教材などの閲覧・貸

出を行います。 

［教育支援館］ 

 

１１－(３) 働き方改革の推進 

「台東区立学校における働き方改革プラン」（平成 30年 12月策定）に基づき、教員・保育士が授業や授業準備

等に集中し、健康でいきいきとやりがいをもって子供たちとかかわることにより、「持続的な教育活動の質の維持向

上」の実現を目指すため、働き方改革を推進します。 

 

≪134≫教員の働き方改革の推進  ★ ℹ️ 

学校教育の質の向上のために、教員が教員でなければできないことに集中できるように「学校・教師が担う業

務に係る３分類」の徹底を図るとともに、管理職研修等を通じたマネジメント能力の向上を図ります。 

また、教員の勤務時間の上限に関する方針を定め、教員を取り巻く環境整備に向けて、教員業務支援員や副

校長補佐、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、多様な支援スタッフの配置拡充及び効果的

な活用の促進、ICT活用による業務効率化の促進等に取り組みます。  

［指導課］ 

≪135≫学校における生成ＡＩの活用       ℹ️ 

学校における教職員の校務効率化と児童・生徒の学習活動支援を目的に、「台東区立学校における生成 AI 

の利活用に関するガイドライン」に基づき、生成 AIの適切な利活用を推進します。 

［指導課］ 

≪136≫クラウド環境を活用した校務ＤＸの推進       ℹ️ 

教職員の働き方改革と教育の質向上を図るため、学校において校務 DX を推進します。汎用クラウドツール

を活用することで、業務の効率化を図り、教職員の時間的余白を創出します。 

［指導課］ 
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≪137≫学校園閉鎖期間の設定    

夏季の省エネルギーの取組及び学校園における働き方改革の一環として、区立幼稚園・石浜橋場こども園・

小学校・中学校において一定期間の学校園の閉鎖を行います。 

［指導課］ 

≪138≫全庁による教員の働き方改革に対する協力体制の推進     

教職員の負担軽減を図るため、学校園へのチラシ配布依頼や調査、派遣依頼などの見直しを検討していき

ます。 

［指導課］ 

≪139≫出退勤管理システムの活用    

学校における働き方改革に向けて実施している事業について、教員の長時間労働の改善の度合いや、労働

安全衛生法に基づく長時間労働者への医師による面接指導等に活用します。 

［指導課］ 

≪16≫教育活動アシスタント（再掲）    

再掲：施策の方向 2－施策 1－≪16≫ 

［指導課］ 

≪22≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール(再掲)       ℹ️ 

再掲：施策の方向 2－施策 4－≪22≫ 

［指導課］ 
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子供たちの学習や生活の主要な場である学校園において、計画的に施設の改修を行い環境の整備を行うととも

に、新たに予測されるリスクに対応した災害に強い学校園づくりが求められています。 

また、質の高い学びを実現するためには、学校教育において、ＩＣＴ環境整備等に加え、教材及び学校図書館の

整備の充実を図る必要があります。 

今後、更に、新しい時代に必要となる資質・能力の育成、新たな価値を創造する社会を生きるために必要となる

力の育成など、新しい時代の教育や今後の時代にふさわしい安全安心な施設・設備等、時代の変化に対応した環

境整備を推進します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

前年度までに、児童・生徒一人一人に配備されたPC・タ

ブレットなどの ICT機器を、授業で１日１回以上活用した

学校の割合 

小学校 ８４．２% 

中学校 ７１．４％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

（1）教育・保育環境の充実 

（2）安全安心な施設・設備の充実 

（3）時代の変化に対応したＩＣＴ教育環境の充実 

 

  

施策の方向１２  時代の変化に対応した環境整備の推進  
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１２－(1) 教育・保育環境の充実 

質の高い学びを実現するために、子供の学びを支える学校園の図書や絵本の整備、ＩＣＴ環境の整備、校庭・園

庭の整備、自然環境や学習教材の整備など、時代の変化に対応した環境整備を計画的に進め教育・保育の充実に

努めます。 

≪140≫幼稚園弁当給食        

アレルギーや宗教上等の理由から弁当持参が必要な場合を除き、区立幼稚園全園で週５回の弁当給食を

提供します。 

［学務課］ 

≪141≫幼稚園預かり保育        

預かり保育を区立幼稚園全園で実施するとともに、私立幼稚園に対し、預かり保育事業実施に係る経費の

一部を補助します。 

［庶務課、学務課］ 

≪142≫電子図書の活用       

電子図書を導入し、デジタル社会に対応した読書の機会を提供することにより、学校及び図書館等における

子供の読書活動を推進します。 

［中央図書館、指導課］ 

≪143≫小中学校図書資料の充実    

国語力の向上を図り、情操教育効果を高めるため、区立小中学校図書館の蔵書をより充実し、児童・生徒の

読書活動を推進します。 

［庶務課］ 

≪144≫幼稚園・保育園・こども園の図書整備    

子供の発達段階に応じた教育・保育を着実に行っていくため、区立幼稚園・保育園・石浜橋場こども園の配

備している絵本などを充実し、園児の読書活動を推進します。 

［庶務課、学務課、児童保育課］ 
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≪145≫保育提供体制の整備    

保育所待機児童ゼロを維持するとともに、就学前人口の動向や保護者の就労状況等により変化する保育ニ

ーズに対応していくため、適切な保育提供体制を整備します。 

［児童保育課］ 

≪146≫少年自然の家管理運営    

区立小中学校の宿泊をともなう学校行事で利用するほか、区内の社会教育団体や区民にも利用されている

校外施設である少年自然の家「霧ヶ峰学園」を良好に管理運営します。 

［学務課］ 

≪147≫私立の教育・保育施設振興    

私立保育所・こども園及び地域型保育施設の運営に対し、区独自に児童の処遇や施設の振興に係る経費

を支援することで、子供の通う教育・保育施設の環境整備を推進します。  

［学務課、児童保育課］ 

≪148≫屋上等緑化推進    

「台東区みどりの条例」で定められている緑化基準に基づき、新設や大規模改修時などを中心に区立幼稚

園・こども園・小学校・中学校等での屋上や壁面等の緑化を行います。 

［環境課、庶務課］ 

≪149≫こどもクラブ整備助成    

増加が見込まれるこどもクラブ需要に迅速に対応し、こどもクラブ待機児童の解消を図るため、民間事業者

が設置運営する学童保育（こどもクラブ）の開設費用を助成します。 

［児童保育課］ 

≪9≫花の心プロジェクト（再掲）     

再掲：施策の方向 1－施策 3－≪9≫ 

［庶務課、児童保育課、指導課］  
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１２－(２) 安全安心な施設・設備の充実 

学校園の内外における子供の安全安心の確保のため、通学路の安全確保や防犯ブザー等の子供の安全に資す

る防犯器具の貸与、学校園の老朽化対策を計画的に進めます。 

≪150≫登下校通知システム        

小学校に通学する児童の登下校状況をリアルタイムで把握し保護者へ通知します。  

［庶務課］ 

≪151≫学校園の施設整備    

児童・生徒等が安全かつ快適に過ごせる場として校園舎・設備等の改善をはじめ、老朽化した校園舎の大

規模改修等工事を計画的に実施します。 

［庶務課］ 

≪152≫こども１１０番    

青少年の健全育成推進の基本となる安全対策を推進し、地域の方にこども１１０番の家として登録・協力して

もらい、子供の安心度向上を図ります。 

［学務課］ 

≪153≫学校通学路の安全の確保    

警察・道路管理者・学校・教育委員会が連携して通学路の安全点検を実施し、地域住民等の協力を得なが

ら、登下校時の危険の解消と安全の確保に努めます。 

［交通対策課、学務課］ 

≪154≫防犯ブザーの貸与    

区立小中学校に通学する児童・生徒全員に、携帯用の防犯ブザーを貸与し、児童・生徒の登下校時の安全

確保を図ります。 

［庶務課］ 

≪75≫学校安全ボランティア（再掲）     

再掲：施策の方向 8－施策 3－≪75≫ 

［庶務課、指導課］ 
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１２－(３) 時代の変化に対応したＩＣＴ教育環境の充実  

学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動やプログラミングを体験しな

がら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けさせる学習活動を展開しま

す。そのために各学校において、教員や子供がコンピュータや情報通信ネットワーク等の情報手段を活用するため

に必要なＩＣＴ教育環境の整備を充実します。 

≪22≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール(再掲)       ℹ️ 

再掲：施策の方向 2－施策 4－≪22≫  

［指導課］ 

≪41≫ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進（再掲）   ℹ️ 

再掲：施策の方向 4－施策 1－≪41≫ 

［庶務課、指導課］ 

≪133≫学校教育情報室（再掲）    

再掲：施策の方向 11－施策 2－≪133≫ 

［教育支援館］ 
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施策目標４  持続可能な社会を創造する教育を展開する 

子供たちを人間として調和のとれた大人に育成していく上では、学校園だけでなく家庭・地域が果たす

役割は大きく、互いに連携し、社会全体で子供たちの教育を推進することが必要です。学校園が地域の

つながりの中心となり、地域の教育の拠点として、地域の施設や組織、人的なつながりや絆など様々な形

での連携を広げることで、地域全体を活性化していくことが重要です。 

学校園が地域の人的、物的資源を活用することで、地域との連携を深め、さらに、学校、家庭、地域が

それぞれの立場から子供の教育に責任をもち、子供とのかかわりの中で個人が主体的に社会に参画し、

子供たちを支え、地域社会全体の教育力の向上を目指しながら、相互に支え合う持続可能な社会を創造

する教育を展開していきます。 

 

施策の方向 

施策の方向１３  保護者・地域とともにある学校園づくりの推進 85ページ 

施策の方向１４  学校園間の円滑な接続や連携の推進 88ページ 

施策の方向１５  地域社会全体の教育力の向上 90ページ 

施策の方向１６  自律的な学校園経営の推進 96ページ 

 

現状の教育課題 

気候変動や地域の高齢化、孤立化などに対応するため、持続可能な社会づくりに向けた教育が重要で

あり、学校が地域の教育拠点となり、地域資源を活用した学びを展開することが求められています。 

このような情勢を踏まえて、施策目標４の実現に向けては、以下のような課題が挙げられます。 

第１に、デジタルによる情報共有や協働、対面での関係構築などの多様な手段により、地域連携を強化

するとともに、学校・家庭・地域が協働して子供の課題に対応する体制を構築すること。 

第２に、子供の成長を支えるために、地域単位での学校園間の連携体制を構築し、「主体的・対話的で

深い学び」の実現に向けた連携強化を図り、教育の連続性を確保する取組を推進すること。 

第３に、社会教育施設や関係機関、地域人材との連携により、デジタル技術を活用した地域資源の共

有や学びの場の拡充、地域の絆を生かした対話的な関係づくりを推進し、学校・家庭・地域が連携した子

供の育ちを支える体制を構築すること。 

第４に、校園長のリーダーシップと組織的な学校園経営により自律的な経営体制を構築し、持続可能

な教育を実現するために、専門スタッフの配置やマネジメント支援体制の整備など、教員が本来の教育

活動に集中できる環境を整備すること。 
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子供たちの意見  

 

 

 

重点事業 

令和５年度以降の社会情勢の著しい変化及び「現状の教育課題」並びに「子供たちの意見」を考慮し、

本アクションプランにおいて以下を重点事業として取り組みます。 

学びのキャンパスプランニング 

区内の博物館・美術館などの文化施設や、台東区にゆかりのある企業・団体・学識経験者、江戸の伝統文化

について講義する講師などと連携して、「台東区学校教育ビジョン」の実現に向けたプランを作成します。学校園

では自校園に合ったプランを選択し、実施します。 

［指導課］ 

幼保小接続期カリキュラムの推進  

幼保小接続期カリキュラムの充実を図るため、教員・保育士等を委員とする開発委員会を開催します。同委員

会では、新たな実践事例の検討を行うとともに、研究授業・保育の実施による事例検証も行います。事例につい

ては報告書にまとめ、区立及び私立学校園に周知します。 

［教育支援館］ 

中学校部活動の地域連携・地域展開  

区立中学校の生徒が、将来にわたりスポーツや文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保する

ため、各種団体との連携等により部活動指導員等の配置や合同部活動等の実施、休日における生徒のスポー

ツ・文化芸術活動の地域クラブ活動への展開を推進します。 

［指導課、スポーツ振興課］ 

自分が校長先生になったら、 

こんな学校にしたい 

地域の人と関わる機会が 

多い学校にしたい！ 

お家の人や地域の人と、 

一緒に活動できる機会を 

増やしたい！ 

地域、社会に大きな貢献を

したいと全体が思っている

学校にしたい！ 

地域の行事に参加した

り、新しいことに挑戦した

りできる学校にしたい！ 

ボランティア授業を 

設けるなど地域に貢献 

できる学校にしたい！ 
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少子・高齢化が進行し、子供たちを取り巻く環境や家庭の状況、地域コミュニティの姿も変化する中で、ソフト・

ハードの両面で学校の役割が重視されてきています。 

学校は、人と人をつなぎ、様々な課題へ対応し、地域コミュニティの中心となることが期待されています。 

こうした学校園のもつ潜在力を十分に発揮させるために、学校園と保護者・地域が連携・協働し、子供が抱える

課題を地域ぐるみで解決していく体制を構築していく中で、保護者・地域とともにある学校園づくりを推進します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「教育課程の趣旨について、学校や地域との共有を

図る取組を行っていますか」に「よくしている」「どちら

かといえば、している」と回答した学校の割合 

小学校 ９４．７% 

中学校 ８５．７％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

（1）地域社会に開かれた学校園づくりの推進 

（2）創意工夫ある魅力ある教育活動の推進 

（3）学校園と家庭との連携 

 

  

施策の方向１３  保護者・地域とともにある学校園づくりの推進  
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１３－(1) 地域社会に開かれた学校園づくりの推進  

学校園の教育・保育の公開や情報発信を積極的に進めます。地域の人的・物的資源の活用や保護者・地域との

協働を通して、学校園が目指す教育・保育の実現を目指します。学校園の教育・保育の在り方を共有するために、

学校園の関係者評価、保育園の第三者評価等の充実を図り、開かれた学校園づくりを進めます。 

≪155≫学びのキャンパスプランニング  ★ 

区内の博物館・美術館などの文化施設や、台東区にゆかりのある企業・団体・学識経験者、江戸の伝統文化

について講義する講師などと連携して、「台東区学校教育ビジョン」の実現に向けたプランを作成します。学校園

では自校園に合ったプランを選択し、実施します。 

［指導課］ 

≪156≫学校運営連絡協議会   

開かれた学校づくりを進めるため、学校運営について区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の校

園長と地域関係者、保護者が意見交換する場を設け、保護者や地域からの評価を基に、学校運営の改善・充実

を図ります。 

［庶務課、指導課］ 

≪157≫学校公開の推進    

区立小中学校の児童・生徒や教育活動の様子について、保護者等に参観してもらうことにより、より一層開

かれた学校づくりが推進されるよう、学校公開を積極的に実施します。  

［指導課］ 

≪158≫きょういく施策ＰＲ誌「台東まなびタイムズ大輪」の発行     

学校教育、社会教育、生涯学習を含めた教育全般への台東区教育委員会の考え方・取組を区民に周知する

ことを目的として、きょういく施策ＰＲ誌「台東まなびタイムズ大輪」を定期的に発行します。教育委員会の施策を

中心に学校教育や教育関係事業等を区民にわかりやすく紹介します。  

［庶務課］ 

≪159≫多様な主体の参画による学習の展開     

教育的価値のある優れた知識や技術を有する地域の人材を、各区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中

学校に参画させることにより、人と人の絆、地域と学校園の絆を深めるとともに充実した教育活動にします。 

［指導課］ 

≪13≫地域の大学等を活用した文化芸術活動の充実（再掲）     

再掲：施策の方向 1－施策 5－≪13≫ 

［指導課］ 
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１３－(２) 創意工夫ある魅力ある教育活動の推進  

各学校園は、学校園の教育方針に基づいた創意工夫ある教育・保育活動の充実に努めます。その状況などを保

護者や地域に説明し、理解を求め、協力を得ながら期待に応えることで学校園の魅力ある教育活動を推進してい

きます。 

≪160≫すくわくプログラムの推進        

各園の環境や強みを活かしながら、各園が選択するテーマに沿って、乳幼児の興味・関心に応じた探求活動

を実践する保育所等を支援することにより、子供の豊かな育ちをサポートします。 

［指導課・学務課・児童保育課］ 

≪161≫魅力ある教育活動の推進    

地域の文化や地域住民との関わりを活かした教育、これからの時代に必要な能力を育てる教育、台東区に

おける江戸の伝統文化を大切にする教育、花育に関する取組など、学校園の創意工夫を活かした魅力ある教

育活動の推進を図ります。 

［指導課］ 
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１３－(３) 学校園と家庭との連携 

学校園を会場にした保護者への教育的啓発活動や研修会、関係機関からの出前講座の実施などにより、学校

園を通じた家庭教育への支援を充実させます。 

≪162≫消費者生活支援出前講座    

消費生活に関する知識や情報を広く伝えるため、消費生活相談員が学校に出向き、30 分程度で様々なテ

ーマの講座を実施します。 

［くらしの相談課］ 

≪163≫家庭教育学級    

子供の生きる力の基礎的な資質や能力を育成する上で重要な役割を担う家庭の教育力を高めるため、家

庭教育に関する知識や技術、態度について学習する場を提供します。 

［生涯学習課］ 

≪164≫就園・就学前の保護者支援    

区立及び私立幼稚園・保育園・こども園に講師を派遣し、５歳児の保護者を対象として家庭の果たすべき

役割や幼児期からのこころざし教育の大切さについての講話を行います。 

また、区立幼稚園・石浜橋場こども園が主催する未就園児支援の会に専門スタッフを派遣して、保護者の子

育てを支援する助言を行います。 

［教育支援館］ 

≪165≫親子遊びプログラム    

子ども家庭支援センターで子育て中の保護者とその子供を対象とした講座･講演会の開催や交流の場を提

供します。 

［子ども家庭支援センター］ 

≪166≫我が家の省エネ・創エネアクション支援     

省エネルギー行動を推進するため、区立小学校第３学年から第６学年を対象に夏休みの自由課題として「こ

どもかんたん省エネカレンダー」を配布し、家庭での省エネに取り組みます。 

［環境課］ 

≪177≫子供の読書活動推進（再掲）     

再掲：施策の方向 15－施策 1－≪177≫ 

［中央図書館］ 



89 

各学校種の法令等が改正される中、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」や知・徳・体のバランスのとれた

「生きる力」を育むための資質・能力が整理され、「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められています。 

その実現のためには校園種の円滑な接続や連携が必要です。子供たちに求められる資質・能力を育むためには、

教育に携わるすべての者が、前段階までに行われてきた教育を理解し尊重しながら子供たちと向かい合う必要が

あります。 

そのためには、学校園間の円滑な接続が図れる取組を実施したり、地域の社会教育の関連施設との連携を図っ

たりするなど、これまで以上に中学校区を単位とした学校園間の連携を推進します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「前年度までに、近隣等の小中学校と、教科の教育課程

の接続や、教科に関する共通の目標設定等、教育課程

に関する共通の取組をどの程度行いましたか」に「よく行

った」「どちらかといえば、行った」と回答した学校の割合 

小学校 ６８．４% 

中学校 ７１．４％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

（1）幼稚園・保育園・こども園の連携の推進 

（2）0歳から 15 歳までの一貫した教育の充実 

（3）社会教育施設との連携 

  

施策の方向１４  学校園間の円滑な接続や連携の推進  
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１４－(1) 幼稚園・保育園・こども園の連携の推進  

「台東区幼児教育共通カリキュラム ちいさな芽」に基づき、幼稚園・保育園・こども園の交流活動や教員と保育

士の合同研修の機会の充実を図るなど、教育・保育の形態にかかわらず就学前教育の充実のため連携を進めま

す。 

≪167≫幼保小接続期カリキュラムの推進   ★  

幼保小接続期カリキュラムの充実を図るため、教員・保育士等を委員とする開発委員会を開催します。同委

員会では、新たな実践事例の検討を行うとともに、研究授業・保育の実施による事例検証も行います。事例に

ついては報告書にまとめ、区立及び私立学校園に周知します。 

［教育支援館］ 

≪168≫園と園の交流活動の促進     

園と園でこまめに連絡を取り合ったり、互いの指導計画や環境設定などを見合ったりすることを通じて、より

質の高い保育を提供します。 

［学務課、児童保育課、指導課］ 

 

 

１４－(２) 0 歳から 15 歳までの一貫した教育の充実  

0歳から 15歳までの一貫した教育の充実に向け、就学前においては、幼児期から児童期への発達の流れを理

解するとともに、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を推進します。入学時には、学校園間の円

滑な接続のための取組、スタートカリキュラムの編成、中学校区を単位とした学習習慣や生活習慣の段階的な指

導の実践を進めることで、一貫した教育の充実に努めます。 

≪169≫「連携の日」を通じた学校園間の円滑な接続    

区立幼稚園（一部私立含む）・保育園（一部私立含む）・石浜橋場こども園・小学校・中学校の園児・児童・生

徒の基礎学力の定着・向上及び一貫した生活指導を図るため、年２回の「連携の日」を設け、ファミリー（中学

校区ごとの学校園グループ）の教職員が相互に授業（保育）参観や意見交換を行うことで教職員の資質向上を

目指します。また、生活指導に関する課題の共有及び解決策の協議を通じて、健全育成指導の充実を図るとと

もに、学校園間の円滑な接続を促進します。 

［指導課］ 
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≪170≫幼児の小学校での授業体験    

区立幼稚園・保育園・石浜橋場こども園において、幼児の発達段階に応じた区立小学校との連携を目的と

した授業体験を実施し、小学校との円滑な接続を図ります。 

［学務課、児童保育課、指導課］ 

≪167≫幼保小接続期カリキュラムの推進（再掲）     

再掲：施策の方向 14－施策 1－≪167≫ 

［教育支援館］ 

 

１４－(３) 社会教育施設との連携 

中央図書館、清島温水プール、環境ふれあい館ひまわり、一葉記念館など、区の社会教育施設や文化施設を学

校園が教育活動の中で効果的に生かす取組を進めます。 

≪171≫(仮称）アクティブラーニングルームの設置と活用        

主に小学校高学年以上の子供が、図書資料やインターネットを活用して話合いながら学習や課題解決に取

り組むことができるスペースを設置します。 

［中央図書館］ 

≪172≫環境学習室の活用    

子供から大人まで、多くの区民に様々なイベントを通して、環境学習の機会を提供するとともに、環境情報の

提供や自主活動の支援を行います。 

［環境課（環境ふれあい館）］ 

≪173≫まちかど図書館の運営    

地域の子供や近隣の住民が気軽に読書ができるよう、まちかど図書館２館を運営します。 

［中央図書館］ 

≪174≫団体貸出    

区立及び私立幼稚園・保育園・こども園、並びに区立小中学校・児童館・こどもクラブなどに対して、図書館

が、まとまった図書を一定期間貸出し、各施設での読書活動や調べ学習などを支援します。要望に合わせ、図

書館においてテーマに沿った本を選書し提供します。 

［中央図書館］ 
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≪175≫清島温水プールの活用    

学校園に通う園児・児童・生徒が水泳から体を動かすことの楽しさ等を学ぶ機会を確保するために、清島温

水プールを活動の場として提供します。  

［スポーツ振興課］ 

≪55≫文化施設の活用（再掲）    

再掲：施策の方向 7－施策 1－≪55≫ 

［文化振興課］ 

≪155≫学びのキャンパスプランニング（再掲）     

再掲：施策の方向 13－施策 1－≪155≫  

［指導課］ 
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地域全体で子供たちの学びを展開していくためには、学校・家庭・地域がそれぞれの立場から子供の教育に責

任をもち、相互に連携協力しながら子供を支え、育むことが大切です。 

さらに、子供とのかかわりの中で、大人も共に学び合い育ち合う教育体制の構築が重要です。 

子供の発達や教育に関する活動を通して、これまで培ってきた地域の絆を生かしながら、様々な関係機関や団

体等との連携を深めていくことで、子供たちを支える地域社会全体の教育力の向上を目指します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「人が困っているときは、進んで助けていますか」に「当ては

まる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した児童・生徒

の割合 

小学校 

第６学年 ６６．１% 

中学校 

第３学年 ６８．６％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

「地域学校協働活動の仕組みを生かして、保護者や地域住

民との協働による活動を行いましたか」に「よく行った」「ど

ちらかといえば、行った」と回答した学校の割合 

小学校 ８４．３% 

中学校 ５７．２％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

（1）学校園と家庭・地域が連携した教育活動の推進 

（2）共同社会の拠点としての学校園の活用 

  

施策の方向１５  地域社会全体の教育力の向上  
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１５－(1) 学校園と家庭・地域が連携した教育活動の推進  

保護者や地域の人々がそれぞれの立場でボランティアとして学校園に協力、支援、参加することで、その人々が

学校園への理解を深められるようにし、同時にその意義の向上を図ります。学校園は、子供にかかわる地域行事に

参加することで、これまで培ってきた地域の絆を活かしながら教育活動を推進します。 

≪176≫中学校部活動の地域連携・地域展開   ★  

区立中学校の生徒が、将来にわたりスポーツや文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保する

ため、各種団体との連携等により部活動指導員等の配置や合同部活動等の実施、休日における生徒のスポー

ツ・文化芸術活動の地域クラブ活動への展開を推進します。 

［指導課、スポーツ振興課］ 

≪177≫子供の読書活動推進    

本への興味を喚起し、子供の読書活動への意識啓発を図るため、おはなし会、映画会、あかちゃんえほんタ

イム、講演会など、子供や親子、子供の読書に関わる大人を対象とした事業や、図書館職員による訪問事業を

実施します。また、子供や保護者が本を選ぶ手助けとなるよう、年代別のブックリストを提供します。 

［中央図書館］ 

≪178≫図書ボランティアの養成と支援     

読み聞かせボランティアの養成を目的として、講習会を開催します。また、講習会修了者へのフォローアッ

プを実施し、修了後も地域でボランティアとして活動できるよう支援していきます。 

そのほか、養成講座を修了したボランティアの方々に対し、活動の場の提供などの支援を行います。 

［中央図書館］ 

≪179≫中学生の職業体験    

区立中学校第２学年生徒が地域の商店や企業、公共施設などの協力を受けて、職場におけるマナーや仕事

の進め方の指導・実体験・ミーティング等からなる職業体験を５日間実施し、生徒の望ましい勤労観・職業観を

育成します。 

［指導課］ 

≪180≫児童館運営    

児童に健全な遊びを与えることにより、健康を増進し、豊かな情操の育成を目指します。 

［児童保育課］ 
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１５－(２) 共同社会の拠点としての学校園の活用  

放課後子供教室、こどもクラブ、学校開放、スポーツひろばなど、学校園の施設を拠点とした地域社会における

学びのネットワークづくりを進めます。 

≪181≫放課後子供教室運営    

全ての児童を対象に、区立小学校の特別教室や校庭、体育館等を活用し、地域住民の協力を得ながら学習

や交流活動、スポーツ、文化活動等の多様な体験・活動の機会を提供することで、社会性・自主性・創造性等

を育みます。また、実施時間を延長することで、居場所としてさらなる拡充を図ります。 

［児童保育課］ 

≪182≫学校開放    

学校教育に支障のない範囲で、社会教育及び社会活動を行う区内団体に区立小中学校の体育館・校庭等

施設の開放を行います。 

［庶務課］ 

≪183≫スポーツひろば    

身近な場所で気軽にスポーツに親しめるよう、区立小中学校の校庭や体育館などをスポーツひろばとして

開放します。 

また、利用促進のため、各ひろばにおいて初心者教室を実施します。 

［スポーツ振興課］ 

≪104≫こどもクラブ運営（再掲）     

再掲：施策の方向 10－施策 1－≪104≫ 

［児童保育課］ 

  



96 

これまで我が国の学校や教員は、多くの役割を担ってきました。子供に対して総合的な指導が可能である反面、

役割や業務を際限なく担う要因にもなっています。 

学校が、こうした複雑化・多様化した課題を解決し、子供に必要な資質・能力を育んでいくためには、校園長がリ

ーダーシップを発揮し自律的な学校園経営ができるよう、組織として教育活動に取り組む体制を作り上げるととも

に、必要な指導体制を整備することが必要です。 

そのために教育委員会は、校園長のマネジメント体制を支える仕組みとして教員以外の専門スタッフ（心理や福

祉の専門家、ＩＣＴ支援員、部活動指導員、特別支援教育支援員等）の体制をこれまで以上に整備することや、教員

一人ひとりが力を発揮できる環境を構築していくことで、自律的な学校園経営の推進を支援します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

「教育課程表（全体計画や年間指導計画等）について、各教科

等の教育目標や内容の相互関連がわかるように作成していま

すか」に「よくしている」「どちらかといえば、している」と回答し

た学校の割合 

小学校 １００% 

中学校 ８５．８％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

「児童・生徒の姿や地域の現状等に関する調査や各種データ

などに基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図

る一連の PDCA サイクルを確立していますか」に「よくしてい

る」「どちらかといえば、している」と回答した学校の割合 

小学校 ９４．８% 

中学校 ８５．８％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

（1）カリキュラム・マネジメントの確立 

（2）教育行政における学校園経営の支援 

  

施策の方向１６  自律的な学校園経営の推進  
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１６－(1) カリキュラム・マネジメントの確立  

校園長がリーダーシップを発揮し自律的な学校園経営ができるよう、必要な指導体制を整備していきます。校園

長の資質向上のための研修会を開催し、すべての教員・保育士が責任をもち、学校園全体でカリキュラム・マネジ

メントの確立に努めます。また、出前教育委員会や指導課学校園訪問、ちいさな芽実践推進訪問等で、直接校園

長をはじめ教員・保育士等へ指導・助言を行い、校園長の学校園経営を支えます。 

≪184≫校園長研修会    

区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の校園長のマネジメント能力等の資質の向上を目指し、教

育に関わる今日的課題をテーマとする研修会を実施します。 

［指導課］ 

≪185≫幼稚園長・保育園長研修会     

区立幼稚園・保育園・石浜橋場こども園の園長を対象に、組織の管理運営上の問題や幼児教育・保育上の

今日的課題に対する解決能力の向上を目的とした研修を行います。 

［教育支援館］ 

≪186≫出前教育委員会    

教育委員が区立学校園に出向き、運営状況等を的確に把握します。 

［庶務課］ 

≪156≫学校運営連絡協議会（再掲）     

再掲：施策の方向 13－施策 1－≪156≫ 

［庶務課、指導課］ 
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１６－(２) 教育行政における学校園経営の支援  

校園長は、創意工夫を発揮して自律的な学校園経営を進めています。教育委員会は中立性や継続性、安定性

を確保し意思決定に努める一方、学校園に権限を与え、校園長が創意工夫を発揮し自律的な学校園経営ができ

るよう支援に努めます。 

≪187≫指導課学校園訪問    

区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校が抱える、地域・子供の実態に伴う課題、教職員の課題、地

域や保護者の願い、研究の推進状況などについて、校園長・副校園長と共通理解を図るとともに、学校園経営

を充実させることを目的に、２年に１回、指導課が学校園を訪問の上、指導します。  

［指導課］ 

≪188≫ちいさな芽実践推進訪問    

「台東区幼児教育共通カリキュラム ちいさな芽」に基づく保育・教育を推進するために、専門スタッフが区立

幼稚園・保育園・こども園・小学校を訪問して授業や保育観察を通じて指導・助言します。 

［教育支援館］ 

≪155≫学びのキャンパスプランニング（再掲）    

再掲：施策の方向 13－施策 1－≪155≫  

［指導課］ 

≪160≫すくわくプログラムの推進（再掲）        

再掲：施策の方向 13－施策 2－≪160≫ 

［指導課・学務課・児童保育課］ 

≪161≫魅力ある教育活動の推進（再掲）     

再掲：施策の方向 13－施策 2－≪161≫ 

［指導課］ 
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第３部  台東区学校教育情報化推進計画  
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１ ICT 環境の整備状況 

本区では、平成１３年度に全小・中学校のパソコン室を整備して以降、電子黒板、実物投影機の整備

を進めてきました。また、平成２５年３月策定の「台東区学校教育ビジョン」において、「ＩＣＴ教育環境の

充実」等を施策として掲げ、平成２６年度以降、教員が授業等において使用するためのタブレット型パソ

コンや指導者用（教員用）デジタル教科書等の導入を進めてきました。さらに、令和元年１０月策定の

「台東区学校教育ビジョン」において、「時代の変化に対応したＩＣＴ教育環境の充実」等を施策に掲げ、

本区におけるＩＣＴ教育環境の更なる充実に向けて取り組んできました。 

そして、令和元年１２月に国の「ＧＩＧＡスクール構想」が示されてからは、令和３年３月までに学習者

用端末の１人１台整備、高速大容量の校内通信ネットワークの整備及び充電保管庫の設置を行うととも

に、学習支援ソフトやドリル教材を導入し１人１台端末を活用できる環境を整えました。さらに、既存回

線の容量が逼迫していたため、令和７年度には１０Gbpsへ回線を増強し、快適な学習環境の確保を行

いました。 

校務においては、統合型校務支援システム等の運用は継続し、加えて出退勤管理システムや自動採

点システム（中学校のみ）を導入したことで、校務の情報化を進めることができました。 

 

【資料１】ＩＣＴ環境の整備状況       

 台東区 東京都平均値 全国平均値 

無線ＬＡＮまたは移動通信システム 

（ＬＴＥ等）によりインターネット接続を行

う普通教室の割合 

100％ 99.8％ 98.3％ 

インターネット接続状況 

（通信速度１Ｇｂｐｓ以上） 
100％ 89.3％ 81.0％ 

普通教室の大型提示装置整備率 100％ 90.3％ 89.6％ 

統合型校務支援システム整備率 100％ 100％ 91.4％ 

文部科学省 令和６年度「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」より 

 

２ 教員の ICT 活用指導力の状況 

教員のＩＣＴ活用指導力については、文部科学省が毎年実施している「学校における教育の情報化

の実態等に関する調査」における授業でのＩＣＴ活用指導力の自己評価によると、８割以上の教員が肯

定的な評価をしています。 

しかし、全ての項目において、肯定的な回答が全国平均を上回ってはいるものの、東京都の平均を

下回っています。 

Ⅰ 台東区における教育情報化の経過と現状  
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本計画期間においては、教員の「授業にＩＣＴを活用して指導する能力」及び「児童生徒のＩＣＴ活用

を指導する能力」を中心に教育委員会が支援し肯定的な評価を底上げする必要があります。 

 

【資料２】ＩＣＴ活用指導力の状況  ※「できる」又は「ややできる」と回答した割合 

 台東区 東京都平均値 全国平均値 

教材研究・指導の準備・評価・校務など 

にＩＣＴを活用する能力 
91.1％ 92.2％ 89.6％ 

授業にＩＣＴを活用して指導する能力 82.9％ 85.0％ 80.4％ 

児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力 84.2％ 85.6％ 81.6％ 

情報活用の基盤となる知識や態度に 

ついて指導する能力 
91.0％ 91.1％ 88.1％ 

文部科学省 令和６年度「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」より 

 

３ 児童・生徒の ICT 活用力の状況 

区立小中学校においては、様々な授業や活動でタブレット端末等を活用しており、児童・生徒が「個

別最適な学び」と「協働的な学び」を実現できるよう取り組んでいます。 

小学校第４・５学年及び中学校第１・２学年を対象に実施している台東区総合学力調査における昨年

度の学習の中でＩＣＴ機器を活用することの評価によると、「自分のペースで理解しながら学習を進める

ことができる。」「分からないことがあったときに、すぐ調べることができる。」「友達と考えを共有したり比

べたりしやすくなる。」「友達と協力しながら学習を進めることができる。」の項目で７割以上の児童・生

徒が肯定的な評価をしています。 

 

 

本計画では、「台東区学校教育ビジョン」の施策目標及び文部科学省が令和６年４月に示した「教育Ｄ

Ｘに係る当面のＫＰＩ」並びに令和６年９月に実施した「校務ＤＸチェックリスト」における回答結果に基づき、

基本方針を次のとおり定めます。 

 

⚫ 基本方針１ ICTを活用した児童・生徒の資質・能力の育成 

⚫ 基本方針２ 教員の ICT活用指導力の向上 

⚫ 基本方針３ ICTを活用するための環境の整備 

⚫ 基本方針４ ICT推進体制の整備と校務の改善 

Ⅱ 基本方針  
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事業の見かた 

 

・アクションプラン（令和５～７年度）に掲載されていない事業を「新規」    としています。 

・アクションプランの施策目標ごとに、重点的・中心として取り組む事業を「重点」★としています。 

・台東区学校教育情報化推進計画に関連する事業は、「情報」ℹ️ としています。 

 

 

 

 

 

≪22≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール      ★ ℹ️ 

台東区における「令和の日本型学校教育」の構築に向けて、学識経験者や校長等による検討委員会を設

置します。また、区立学校２校を研究モデル校に指定し、これからの時代を見据えた先行実践に取り組みま

す。先行実践の成果と課題を基に、今後の学校教育と教育環境の方針を定め、区内全ての学校における「令

和の日本型学校教育」の実現を推進していきます。 

［指導課］ 

 

 

  

Ⅲ 行動計画  

通し番号 事業名称 
「新規」…     

「重点」…★ 

「情報」… ℹ️ 

担当課 
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Society5.0の時代において、新たな社会を牽引する能力、特に学習の基盤となる情報活用能力の育

成が不可欠であり、ICTの特性を最大限に生かし、多様な情報や時間・空間の制約を超えることで、全て

の子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させ、「主体的・対話的

で深い学び」を実現することが求められています。 

また、不登校、障害、病気療養、日本語指導が必要な児童生徒へのきめ細かな支援や、高度な学びの

機会提供にも ICTを最大限活用することが必要です。 

さらに、児童・生徒が自他の権利を尊重し、情報を正しく安全に利用できるよう、情報モラルを含めた

指導や、健康面への配慮も重要です。 

そのために、教員がＩＣＴを使う授業から、子供たちがクラウド環境において、それぞれの発達段階に応

じて情報及び情報技術を日常的に活用しながら、自ら問題を発見・解決したり、多様な他者と協働したり

しながら、自ら課題を解決していく授業への転換を推進します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

(１) 発達段階に応じた情報活用能力の育成 

 ○ ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を使って情報

を整理する（図、表、グラフ、思考ツールなどを

使ってまとめる）ことができる児童・生徒の割

合 

小学校 71.7% 

中学校 61.6％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

 ○ ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を使って学校

のプレゼンテーション（発表のスライド）を作成

することができる児童・生徒の割合 

小学校 79.1% 

中学校 77.4％ 

全国学力・学習状況調査 

児童・生徒質問 

(２) ＩＣＴの特性を生かした多様な学びの実現 

 ○ 特別な支援を要する児童生徒等に対する学

習活動等の支援でＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ

機器を週３回以上活用した割合 

小学校 36.8% 

中学校 28.6％ 

全国学力・学習状況調査 

学校質問 

 

施策 

(１) 発達段階に応じた情報活用能力の育成 

(２) ＩＣＴの特性を生かした多様な学びの実現 

 

※ 各施策における事業の冒頭には、≪  ≫としてアクションプランの通し番号を掲載しています。 

  

基本方針１  ICT を活用した児童・生徒の資質・能力の育成  
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１－（１） 発達段階に応じた情報活用能力の育成  

義務教育９年間の学びと、それぞれの発達段階に応じて情報及び情報技術を活用して、自ら問題を発

見・解決したり、自分の考えを形成したりできる情報活用能力を育成します。 

子供たちが情報社会での行動に責任をもつとともに、自律的に行動し、情報を正しく安全に利活用し

ながら情報社会に参画する態度を身に付けさせます。 

 

≪1５≫児童・生徒の学力向上と授業改善 ★ ℹ️ 

文部科学省・東京都・区の学力等に関する調査の結果等を基に、区立小中学校の児童・生徒の学

習状況を把握・分析し、子供の実態にあった効果的な授業のための改善を行います。その際、各校に

配置された学力向上推進ティーチャーを活用し、個別指導、少人数指導やティーム・ティーチングを実

現し、学力向上を図ります。 

［指導課］ 

 

≪１９≫言語活動を取り入れた授業の充実  ℹ️ 

区立小中学校で言語活動を充実させた授業を実施することにより、児童・生徒の深い学びを実現し

ます。授業改善の手だての一つとして言語活動を取り入れた授業を行います。 

［指導課］ 

 

≪２２≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール      ★ ℹ️ 

台東区における「令和の日本型学校教育」の構築に向けて、学識経験者や校長等による検討委員

会を設置します。また、区立学校２校を研究モデル校に指定し、これからの時代を見据えた先行実践

に取り組みます。先行実践の成果と課題を基に、今後の学校教育と教育環境の方針を定め、区内全

ての学校における「令和の日本型学校教育」の実現を推進していきます。 

［指導課］ 

 

≪4２≫情報モラル教育の推進  ℹ️ 

区立小中学校の児童・生徒が、情報社会での行動に責任をもち、情報を見極めるとともに正しく安

全に利用する判断力を全教育活動を通じて身に付けさせます。また、教員や保護者が意識を高め、児

童・生徒がコンピュータなどの情報機器、スマートフォンを適切に使用することができるように、家庭や

地域との連携を図ります。さらに、情報活用能力テストを実施することで、児童・生徒が自己のスキル

を確認し、成長を実感できる機会を提供します。 

［指導課］ 
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1－（２） ICT の特性を生かした多様な学びの実現  

ＩＣＴの特性を最大限活用し、「個に応じた指導」の充実を図るとともに、不登校や病気療養等により特

別な支援が必要な子供たちに対しての学習機会の確保に向けた取組を推進します。 

 

≪1５≫児童・生徒の学力向上と授業改善 ★  ℹ️ 

文部科学省・東京都・区の学力等に関する調査の結果等を基に、区立小中学校の児童・生徒の学

習状況を把握・分析し、子供の実態にあった効果的な授業のための改善を行います。その際、各校に

配置された学力向上推進ティーチャーを活用し、個別指導、少人数指導やティーム・ティーチングを実

現し、学力向上を図ります。 

［指導課］ 

 

≪２２≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール      ★ ℹ️ 

台東区における「令和の日本型学校教育」の構築に向けて、学識経験者や校長等による検討委員

会を設置します。また、区立学校２校を研究モデル校に指定し、これからの時代を見据えた先行実践

に取り組みます。先行実践の成果と課題を基に、今後の学校教育と教育環境の方針を定め、区内全

ての学校における「令和の日本型学校教育」の実現を推進していきます。 

［指導課］ 

 

≪4１≫ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進  ℹ️ 

児童・生徒１人１台端末等のＩＣＴ機器やデジタル教科書・教材を活用した授業を実施することで、児

童・生徒の授業に対する関心や意欲、理解度を高め、情報活用能力の育成を図るとともに、情報社会

で適正な活動を行うための基になる考え方と態度を身に付けさせるため、情報モラル教育を行います。 

また、そのために必要なＩＣＴ教育環境を整備します。 

［庶務課、指導課］ 
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ICTを活用して学習指導要領を着実に実施し、学校教育の質の向上につなげるため、各学校における

カリキュラム・マネジメントを充実させつつ、全ての教師が「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

授業改善に生かしていくことが求められています。 

また、ICT支援員の配置を充実させ、組織的な支援体制を築く必要があります。 

そのために、管理職の意識改革や教育の情報化を推進するリーダーの育成等に関する研修を実施し、

全ての教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図るとともに、委託業者と連携してＩＣＴ支援員の確保・育成に取

り組み、学校支援の充実を図ります。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

(１) 教職員研修の充実 

 ○  児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力 

あまりできない・ほとんどできないと回答した教員

の割合 

15.7％ 
学校における教育の情報化の 

実態等に関する調査 

(２) ＩＣＴ活用事例の共有化 

 ○  学習系ポータルサイトのＩＣＴ活用事例等の新

規掲載数 
５４件 学習系ポータルサイト 

(３) 外部人材を活用した学校支援の充実 

 ○ ＩＣＴ支援員の支援（授業支援・研修・提案）

件数(9月末時点) 
11,540件 ICT支援員業務報告 

 

施策 

(１) 教職員研修の充実 

(２) ＩＣＴ活用事例の共有化 

(３) 外部人材を活用した学校支援の充実 

 

 

 

 

 

 

※ 各施策における事業の冒頭には、≪  ≫としてアクションプランの通し番号を掲載しています。 

  

基本方針２  教員の ICT 活用指導力の向上  
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2－（１）教職員研修の充実 

学校訪問等の実施により、学校別の課題解決への支援を行うとともに、管理職の情報化推進に対する

マネジメント力の向上、情報化推進リーダーの育成等、校内の役割に応じた研修の充実を図ります。 

 

≪12２≫教職員の資質・能力の向上   ℹ️ 

区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の教職員を対象に、教育課題や教科領域、担当職

域等について教育委員会や校（園）内、各施設等で研修を行い、教職員の資質向上や教育活動の充

実を図ります。 

［指導課］ 

 

≪1２３≫学校教育の情報化推進における教員育成   ℹ️ 

学校における DX推進や情報セキュリティ意識啓発を目的とした研修・研究の機会を確保します。 

［指導課］ 

 

2－（２）ICT 活用事例の共有化 

ＩＣＴを活用した特色ある取組や授業実践の好事例を収集し、教育に関する情報に一元的にアクセス

できる学習系ポータルサイトに掲載し、情報の共有化を図ります。 

 

≪1２３≫学校教育の情報化推進における教員育成   ℹ️ 

学校における DX推進や情報セキュリティ意識啓発を目的とした研修・研究の機会を確保します。 

［指導課］ 

 

≪1３６≫クラウド環境を活用した校務ＤＸの推進      ℹ️ 

教職員の働き方改革と教育の質向上を図るため、学校において校務DXを推進します。汎用クラウ

ドツールを活用することで、業務の効率化を図り、教職員の時間的余白を創出します。 

［指導課］ 

 

2－（３）外部人材を活用した学校支援の充実  

全ての教員のＩＣＴ活用指導力の向上に向けて、ＩＣＴ支援員による学校支援の拡充及び配置等の充実

を図ります。 

 

≪4１≫ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進  ℹ️ 

児童・生徒１人１台端末等のＩＣＴ機器やデジタル教科書・教材を活用した授業を実施することで、児

童・生徒の授業に対する関心や意欲、理解度を高め、情報活用能力の育成を図るとともに、情報社会

で適正な活動を行うための基になる考え方と態度を身に付けさせるため、情報モラル教育を行います。 

また、そのために必要なＩＣＴ教育環境を整備します。 

［庶務課、指導課］ 
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家庭の経済状況、障害の有無等にかかわらず、全ての児童・生徒が ICT の恩恵を享受できる「当たり

前」で「日常的」な教育環境を整備することが求められています。GIGA スクール構想で整備された高速

ネットワーク環境について、通信速度のボトルネック解消や、大型提示装置などの教室環境の高度化に取

り組みます。 

また、児童・生徒の個人情報の適正な取扱いと情報セキュリティの確保を図り、安全に ICTを活用でき

る基盤を作ることが不可欠です。 

そのために、教員が使用する校務用端末と学習用端末の一台化による教育データの連携を図るととも

に、学習や校務の様々な教育データを可視化することにより、指導や支援が必要な児童・生徒の早期発

見や、児童・生徒の特性・能力に応じた学習支援など指導の改善を図ります。 

さらに、教職員への「台東区立学校教育情報セキュリティポリシー」の周知徹底を図ります。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

(１) ＩＣＴ及びネットワークの環境整備 

 ○ 教員の校務用端末と学習用端末の一台化 未整備 ― 

(２) 教育ＤＸの推進 

 ○ 校務における生成ＡＩ活用状況 半分以上の

教職員が活用している学校の割合 
0.0％ 校務ＤＸチェックリスト 

(３) 情報セキュリティの確保 

 ○ 情報活用の基盤となる知識や態度について

指導する能力 あまりできない・ほとんどできな

いと回答した教員の割合 

9.0％ 
学校における教育の情報化

の実態等に関する調査 

 

施策 

(１) ＩＣＴ及びネットワークの環境整備 

(２) 教育ＤＸの推進 

(３) 情報セキュリティの確保 

 

 

 

 

※ 各施策における事業の冒頭には、≪  ≫としてアクションプランの通し番号を掲載しています。 

  

基本方針３  ICT を活用するための環境の整備  
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3－（１）ＩＣＴ及びネットワークの環境整備  

都内で共通化された統合型校務支援システムを導入するとともに、汎用型クラウドサービスを効果的

に活用した学習支援、情報セキュリティ、データ活用、校務改善等のための環境整備を図ります。あわせ

て、端末更新やクラウド化等における環境構築、運用保守等の在り方について検証し、必要な改善を図り

ます。 

 

≪２２≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール      ★ ℹ️ 

台東区における「令和の日本型学校教育」の構築に向けて、学識経験者や校長等による検討委員

会を設置します。また、区立学校２校を研究モデル校に指定し、これからの時代を見据えた先行実践

に取り組みます。先行実践の成果と課題を基に、今後の学校教育と教育環境の方針を定め、区内全

ての学校における「令和の日本型学校教育」の実現を推進していきます。 

［指導課］ 

 

≪4１≫ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の推進  ℹ️ 

児童・生徒１人１台端末等のＩＣＴ機器やデジタル教科書・教材を活用した授業を実施することで、児

童・生徒の授業に対する関心や意欲、理解度を高め、情報活用能力の育成を図るとともに、情報社会

で適正な活動を行うための基になる考え方と態度を身に付けさせるため、情報モラル教育を行います。 

また、そのために必要なＩＣＴ教育環境を整備します。 

［庶務課、指導課］ 

 

3－（２）教育ＤＸの推進 

児童・生徒の主体的な学びや教員の授業づくりに活用できるデジタル教科書やＡＩ型ドリル教材、学習

支援ソフト等の整備を促進するとともに、メタバース、対話型生成ＡＩ等先端技術による多様な学び、校務

の効率化を推進します。 

また、教育に関する情報に一元的にアクセスできる学習系ポータルサイトの利用促進を図ります。 

 

≪1３５≫学校における生成ＡＩの活用       ℹ️ 

学校における教職員の校務効率化と児童・生徒の学習活動支援を目的に、「台東区立学校におけ

る生成AIの利活用に関するガイドライン」に基づき、生成 AIの適切な利活用を推進します。 

［指導課］ 

 

≪1３６≫クラウド環境を活用した校務ＤＸの推進      ℹ️ 

教職員の働き方改革と教育の質向上を図るため、学校において校務DXを推進します。汎用クラウ

ドツールを活用することで、業務の効率化を図り、教職員の時間的余白を創出します。 

［指導課］ 
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3－（３）情報セキュリティの確保  

安心・安全なクラウド環境を担保するために、セキュリティに係る教職員研修等により「台東区立学校

教育情報セキュリティポリシー」の周知徹底を図るとともに、クラウドサービスの活用推進及び適切な運用

に向けて、必要に応じて運用管理基準の見直しを図ります。 

 

≪12２≫教職員の資質・能力の向上   ℹ️ 

区立幼稚園・石浜橋場こども園・小学校・中学校の教職員を対象に、教育課題や教科領域、担当職

域等について教育委員会や校（園）内、各施設等で研修を行い、教職員の資質向上や教育活動の充

実を図ります。 

［指導課］ 

 

≪1２３≫学校教育の情報化推進における教員育成   ℹ️ 

学校における DX推進や情報セキュリティ意識啓発を目的とした研修・研究の機会を確保します。 

［指導課］ 
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教師の長時間勤務を解消し、学校の働き方改革を実現するため、ICT を活用した校務の効率化が重

要な役割を果たします。教育委員会と学校のそれぞれが ICT 教育推進のための必要な組織と体制を整

備し、特定の教師に負担が過度に集中しないよう、組織的な対応や改善を図る必要があります。 

そのために、教育委員会や管理職が責任をもって教職員を支援する体制を構築し、従来アナログに最

適化されていた校務をデジタル化し、校務の効率化や教育データの利活用に取り組むため、クラウド活

用による次世代の校務DXを推進します。 

 

指標 

指標名 現況 出典 

(１) 組織的なＩＣＴ推進体制の構築 

 ○ 組織的な校内推進体制を確立している学校

の割合 
84.6％ 区独自調査 

(２) ＩＣＴを活用した働き方改革 

 ○ 教材研究・指導の準備・評価・校務などにＩＣ

Ｔを活用する能力 

あまりできない・ほとんどできないと回答した教員

の割合 

8.9％ 
学校における教育の情報化の 

実態等に関する調査 

 ○ 学校におけるクラウドサービス活用状況 教

職員同士のやり取りに係る項目の平均得点 
10.4 点 校務ＤＸチェックリスト 

 

施策 

(１) 組織的なＩＣＴ推進体制の構築 

(２) ＩＣＴを活用した働き方改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各施策における事業の冒頭には、≪  ≫としてアクションプランの通し番号を掲載しています。 

  

基本方針４  ICT 推進体制の整備と校務の改善  
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4－（１）組織的なＩＣＴ推進体制の構築  

学校におけるＩＣＴ活用等について協議する TAITO フューチャースクール推進委員会（案）を定期的

に開催し、取組の推進を図るとともに、管理職、リーダーとなる教員から組織的に学校全体の ICT 活用

を促進するため、積極的な情報発信及び教員への確実な端末整備を行います。 

 

≪２２≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール      ★ ℹ️ 

台東区における「令和の日本型学校教育」の構築に向けて、学識経験者や校長等による検討委員

会を設置します。また、区立学校２校を研究モデル校に指定し、これからの時代を見据えた先行実践

に取り組みます。先行実践の成果と課題を基に、今後の学校教育と教育環境の方針を定め、区内全

ての学校における「令和の日本型学校教育」の実現を推進していきます。 

［指導課］ 

 

≪1２３≫学校教育の情報化推進における教員育成   ℹ️ 

学校におけるDX推進や情報セキュリティ意識啓発を目的とした研修・研究の機会を確保します。 

［指導課］ 

 

≪1３６≫クラウド環境を活用した校務ＤＸの推進      ℹ️ 

教職員の働き方改革と教育の質向上を図るため、学校において校務DXを推進します。汎用クラウ

ドツールを活用することで、業務の効率化を図り、教職員の時間的余白を創出します。 

［指導課］ 
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4－（２）ＩＣＴを活用した働き方改革  

校務用端末と学習用端末の一台化による教育データの連携、クラウドの日常的な活用を推進し、保護

者との連絡、教職員の情報共有、テスト採点のデジタル化、会議等のハイブリッド開催等により、業務の

改善を図ります。 

 

≪２２≫ＴＡＩＴＯフューチャースクール      ★ ℹ️ 

台東区における「令和の日本型学校教育」の構築に向けて、学識経験者や校長等による検討委員

会を設置します。また、区立学校２校を研究モデル校に指定し、これからの時代を見据えた先行実践

に取り組みます。先行実践の成果と課題を基に、今後の学校教育と教育環境の方針を定め、区内全

ての学校における「令和の日本型学校教育」の実現を推進していきます。 

［指導課］ 

 

≪13４≫教員の働き方改革の推進  ★  ℹ️ 

学校教育の質の向上のために、教員が教員でなければできないことに集中できるように「学校・教師

が担う業務に係る３分類」の徹底を図るとともに、管理職研修等を通じたマネジメント能力の向上を図

ります。 

また、教員の勤務時間の上限に関する方針を定め、教員を取り巻く環境整備に向けて、教員業務支

援員や副校長補佐、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、多様な支援スタッフの配

置拡充及び効果的な活用の促進、ICT活用による業務効率化の促進等に取り組みます。 

［指導課］ 

 

≪1３５≫学校における生成ＡＩの活用       ℹ️ 

学校における教職員の校務効率化と児童・生徒の学習活動支援を目的に、「台東区立学校におけ

る生成AI の利活用に関するガイドライン」に基づき、生成AI の適切な利活用を推進します。 

［指導課］ 

 

≪1３６≫クラウド環境を活用した校務ＤＸの推進      ℹ️ 

教職員の働き方改革と教育の質向上を図るため、学校において校務DXを推進します。汎用クラウ

ドツールを活用することで、業務の効率化を図り、教職員の時間的余白を創出します。 

［指導課］ 
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第４部  推進体制  
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教育委員会は、各学校園の自主性と主体性を尊重しながら教育・保育活動をサポートするとともに、関係する各

所管と相互に連携・協力を図り、本計画の推進に努めます。 

１  各課の連携による計画的・継続的な施策の推進  

本計画の取組については、所管課が進捗状況や成果、課題を明確にした上で、計画的・継続的に推進していき

ます。また、複数課で連携して行う取組については、関係各課で連携体制を一層強化することで着実かつ効果的

な推進を図ります。 

２  広報・広聴活動の充実  

信頼される教育行政を構築していくため、保護者、区民、教職員等に対して、本計画で示した方向性や取組等に

ついて十分な広報を行い、説明責任を果たします。また、学校園の取組状況や子供たちの様子について、教職員、

保護者、地域等の関係者・協力者から意見や要望等を幅広く聞き取り、教育行政への反映に努めます。 

 

 

 

 

教育委員会は、本計画の点検・評価を実施し、エビデンス（結果や根拠）に基づいた教育施策の改善を図るとと

もに、学校園との連携を深めることを通じて、アクションプランの進捗管理に努めます。 

１  管理と評価  

本計画の実効性を高めるため、学校園の自己評価や第三者評価などの客観的な評価と自立的な改善・改革し

ていく体制を推進するとともに、教育委員会としても各事業の目標の達成状況を検証し、その結果を今後の事業

や取組に活かします。 

２  学識経験者等による評価  

 本計画を健全に推進するため、各取組が「台東区学校教育ビジョン」の理念や方向性の具現化に寄与している

か、学校園にとって実効性のある内容となっているか等について、学識経験者等が評価・検証する機会を設定し、

点検・評価の質を一層高めます。 

  

Ⅰ 本計画の推進  

Ⅱ 本計画の進捗管理  
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資料編  
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１ 方法 

１人１台端末等を用いて、説明動画を視聴し、アンケートフォームへ回答 

２ 対象 

区内在住・在学の小・中学生 

３ 期間 

令和７年７月１８日（金）から令和７年８月１５日（金）まで 

４ 回答数 

６９８件（無効回答１件） 

内訳：小学校 第１学年 ５８件、第２学年 ５２件、第３学年 ５２件、 

第４学年 ５０件、第５学年２０７件、第６学年１２６件 

中学校 第１学年 １６件、第２学年 ５２件、第３学年 ８４件 

５ 回答状況 

(１) 今、通っている学校に満足していますか？ 

 

 

 

小・中学校で回答数に違いはありますが、肯定的な回答が大勢を占めていました。 

小学校では、「大変満足している」「満足している」「やや満足している」と肯定的に回答した児童の割合

は 88.3％、「たいへん不満である」「不満である」「やや不満である」と否定的に回答した児童の割合は

11.8％でした。 

225 133 266 42

14

17

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大変満足している 満足している やや満足している

やや不満である 不満である たいへん不満である

47

178

36

97

60

206

6

36

1

13

2

15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学校

小学校

Ⅰ 子供たちへの意見聴取の結果  
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中学校では、「大変満足している」「満足している」「やや満足している」と肯定的に回答した生徒の割合

は 94.1％、「たいへん不満である」「不満である」「やや不満である」と否定的に回答した生徒の割合は

5.9％でした。 

 

(２) 台東区の学校や地域で「こうなったらいいな！」と思うことはどんなことですか？ 

【３項目以内選択】 

 

 

(３) これから大人になっていくみんなが、もっと「こんな力をつけたい！」と思うことはどんなことですか？ 

【２項目以内選択】 

 

 

  

61

50

43

83

30

74

8

300

129

212

280

110

250

105

0 50 100 150 200 250 300 350 400
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台東区の歴史やお祭り、

伝統を体験できる場所が増えること

スポーツや体を動かす遊びが

もっとできること

困ったときに相談できる人が、

もっとたくさんいること

学校や公園がもっと安全で、

きれいになること

お家の人や地域の人と、

一緒に活動できる機会が増えること
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困っている人を助けたり、

みんなで協力したりする力

自分のことを大切にして、自信をもつ力

失敗してもあきらめずに、やり遂げる力

中学生 小学生
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(４) あなたが校長先生や先生だったら、どんな学校にしたいですか？【自由記述】 

子供たちが理想とする学校の要素は多岐にわたります。 

○ 安全と安心、心の豊かさ 

いじめや暴力がない学校で、みんなが仲良く、明るく笑顔で過ごせる環境が求められています。困った

時に相談できる大人がたくさんいること、個性を大切にし、自信をもてるような学校を望む意見も多いで

す。 

また、学校全体がきれいで清潔であることも重視されています。 

○ 学びの充実と自己実現 

楽しくて分かりやすい授業、新しいことやパソコンを使った楽しい授業の充実が求められています。自

分で学習のレベルを選べたり、宿題が少なかったりなど、学習における自由度を求める意見も目立ちます。 

また、職業体験や地域学習、外国の文化や英語学習、世界中の人との交流など、多様な体験活動を望

んでいます。 

○ 教員の質と生徒への関わり 

生徒の意見をきちんと聞き、優しく、公平に接してくれる先生、理不尽に怒らない、暴力がない、差別を

しない先生が求められています。 

○ 環境と活動の充実 

校庭や体育館が広く、遊具が豊富で、スポーツや体を動かす遊びがもっとできること、校外学習や宿

泊学習など、自然に触れ合う機会やイベントの充実が求められています。 

○ 地域との連携 

地域の人と関わる機会が増えること、地域の歴史やお祭り、伝統を体験できる場所が増えることが求

められています。 

 

(５) あなたが通いたくない学校は、どんな学校ですか？【自由記述】 

子供たちが通いたくない学校の要素は、理想の学校の裏返しとも言えます。 

○ いじめや不安全な環境 

いじめや暴力、差別が多い学校。 

安全でなく、不審者が入りやすい学校。 

○ 教員の質の問題 

怖い、厳しい、理不尽に怒る先生がいる学校。 

生徒の意見を聞かない、公平に接しない、えこひいきをする、差別をする先生がいる学校。 

○ 不衛生で設備の悪い環境 

汚い校舎やトイレ、ゴミが散乱している学校。 

古い校舎、エアコンがない、狭い校庭・体育館、まずい給食。 

○ 退屈で窮屈な学習環境 

つまらない、一方的な授業、座っているだけで自由に動く時間がない学校。 

行事が少ない、活動の範囲が狭い、宿題が多い。 

規則が厳しすぎる、私語厳禁、意見を言うのが難しい学校。 

○ 人間関係とサポートの欠如 

友達と仲が悪く、ケンカが多い、仲間はずれがある学校。 

相談できる人がいない学校。 
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学びのキャンパス台東アクションプラン策定検討会設置要綱 

 

平成２４年１０月１９日 

２４台教指第１４０号 

（設置） 

第１条 台東区における０歳から１５歳までの教育を一体的に推進するために策定した、「台東区学校教育ビジョン」

の下位計画である、学びのキャンパス台東アクションプラン（以下「アクションプラン」という。）を策定するため、学

びのキャンパス台東アクションプラン策定検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１）現行計画の検証に関すること。 

（２）新計画の策定に関すること。 

（３）その他新計画の策定に関し、教育長が必要と認めたこと。 

 

（構成） 

第３条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって構成し、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。 

（１）会長   教育委員会事務局次長 

（２）副会長  生涯学習推進担当部長 

（３）委員   企画課長、財政課長、子育て・若者支援課長、庶務課長、教育施設担当課長、学務課長、児童保育

課長、放課後対策担当課長、指導課長、教育改革担当課長兼教育支援館長、生涯学習課長、スポーツ振興課長、

中央図書館長 

２ 会長は、会務を統括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（招集） 

第４条 検討会は会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、検討会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 

  

Ⅱ 学びのキャンパス台東アクションプラン策定検討会設置要綱  



123 

 

（作業部会） 

第５条 検討会の下部組織として、作業部会（以下「部会」という。）を置く。 

２ 部会は、会長が必要と認める事項について調査検討し、検討会へ報告する。 

３ 部会は、部会長を置き、次の各号に掲げる職にある者をもって構成する。 

（１）部会長  教育改革担当課長兼教育支援館長 

（２）委員   企画課担当係長、財政課担当係長、子育て・若者支援課担当係長、庶務課庶務係長、庶務課教育施

設係長、学務課学事係長、児童保育課保育運営係長、児童保育課担当係長、指導課事務係長、指導課教育改革

係長、指導課統括指導主事、教育支援館担当係長、生涯学習課担当係長、スポーツ振興課担当係長、中央図書

館担当係長 

４ 部会長は、会務を統括する。 

５ 部会は、部会長が必要に応じて招集する。 

６ 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 

 

（庶務） 

第６条 検討会及び部会の庶務は、指導課（教育改革係）において処理する。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２４年１０月１９日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和元年６月１５日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和４年４月２６日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月２３日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和７年７月２４日から施行する。 
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